
■パブリックコメントの取りまとめについて 

 

１ 「ご意見（要約）」欄は、お寄せいただいたご意見のうち、同趣旨のものは

集約し、また内容等を要約しております。 

 

２ 「対応」欄は、お寄せいただいたご意見に対し、４つに区分し対応方針を記

載しています。 

区 分 意見の考慮の結果 

Ａ 意見を反映したもの 

Ｂ 事業施行に当たって検討するもの 

Ｃ 参考意見としたもの 

Ｄ その他 

 

３ 「回答」欄は、対応方針の理由や説明を記載しています。 

なお、記載内容をご覧いただく際に、ご留意いただきたい点は次のとおりとな

ります。 

（１）  本事業は、都市再開発法に規定されている第１種市街地再開発事業で

あるため、施行主体は再開発組合（現在は地権者 31名が加入する準備組

合）となります。このため、準備組合から提出された基本計画案に関する

ご意見等につきましては、町が回答すべきでない内容も含まれるため、可

能な範囲での回答となっていることをご了承願います。 

（２）  現在は、都市計画決定前の段階で、基本的な設計等は都市計画が決定さ

れないと進められないため、事業に関する詳細な回答でないことを、ご理

解願います。 

（３）  市街地再開発事業は、公共・公益性の高い「官」と「民」が連携して行

う事業です。町（官）は、主に公共施設となる駅前広場や道路等を整備す

るための費用を負担します。民間（再開発組合）では、区域内の地権者様

の権利（土地や建物）を新たに建設する住宅や商業施設に変換して負担

（整備）します。 

上記の「官（駅前広場や道路等の整備）」又は「民（住宅や商業施設の

整備）」の部分については、それぞれ単独での施行も可能ですが、一体的

で秩序あるまちづくりを推進するため、町の未来を切り拓く再開発事業

を「総合計画」や「新松田駅周辺整備基本構想・基本計画（平成 31年）」

等に位置付け、皆様のご理解を賜りながら推進してきた経緯等を踏まえ、

町の「対応」「回答」としております。 

 



意

見

内

訳

ご意見（要約） 対応 回答

小田急さんは区域から外れるのにな

ぜ個人は外れないのか。
D

事業区域は事業に必要な面積・形状を確保するように設定されており、個人・法人の違いで区域編入の可否を決定

しているものではありません。

なお、小田急さんが所有している土地も区域に含まれています。

事業の区域を決定する際に個人の許

可を取らないのはなぜか。
D

都市計画における市街地再開発事業区域については、都市計画法に基づく手続きを経て町が決定するものであり、

現段階では地権者個人の許可を必要とするものではありません。

地権者の居住状況、賛成状況からロ

マンス通りから北側を主区域として

計画し直してほしい。

D
再開発事業は本組合の設立や権利変換計画の認可など、段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていく事業で

す。個々の地権者とよく協議をして進めるよう準備組合、再開発組合に助言していきます。

長年、本事業の区域内に住んでい

て、現在の生活を変えたくないた

め、区域に含めないでほしい。

B

平成31年3月に策定した新松田駅周辺整備基本構想・基本計画に基づき事業を進めていますが、再開発事業は都市

計画決定後、本組合の設立や権利変換計画の認可を経て着工する事業であり、それぞれ各段階毎に地権者の同意を

得て進めていくこととなります。地権者ごとにそれぞれの事情は異なるため、個々の地権者とよく協議をして進め

るよう準備組合、再開発組合に助言していきます。

松田駅舎、小田急さん所有地、富士

急操車場等については、本事業では

触れないよう言われていると聞いた

が、最初は松田駅と新松田駅間の乗

り継ぎを改善するということではな

かったのか。

D
小田急さん所有地のうち、現在の駅前広場に係る部分を再開発区域に含めることについては了承いただいており、

課題の解決に向け神奈川県警と協議のうえ、ペデストリアンデッキの整備を検討しています。

本事業の計画作成に必要な交通量が

示されておらず、歩行者空間の規模

等の妥当性がわからない。交通量調

査の結果があれば開示し、調査して

いないのであれば調査をするべきで

ある。

C

現計画は平成28年度に実施した交通量調査の結果と、令和3年度の道路交通センサスを基に24時間交通量を換算

し、再開発による発生集中交通量の推計を行い将来交通量を算出の上、神奈川県警との交通協議を実施していま

す。

平成28年度の調査結果は町ホームページ内の新松田駅周辺整備基本構想・基本計画のページにおいて公表済みで

す。直近では、本年6月に交通量調査を行っており、現在調査結果を分析中です。結果については公表していきま

す。

本計画による県道711号JRガード下

のT字交差点周辺の人流車両動線に

ついて、交通シミュレーションを実

施し、その結果を町民に対して分か

りやすく公表するべきである。仮に

「現状よりも改善される」という十

分な根拠が示されない場合には、計

画の一時停止と再検討を強く求め

る。

C

現計画は平成28年度に実施した交通量調査の結果と、令和3年度の道路交通センサスを基に24時間交通量を換算

し、再開発による発生集中交通量の推計を行い将来交通量を算出の上、神奈川県警との交通協議を実施していま

す。

平成28年度の調査結果は町ホームページ内の新松田駅周辺整備基本構想・基本計画のページにおいて公表済みで

す。直近では、本年6月に交通量調査を行っており、現在調査結果を分析中です。結果については公表していきま

す。

歩行者の安全面から駅前広場整備を行

うことは理解できる。
D 意見を踏まえ、引き続き安全で快適な駅前広場や道路の整備を目指して参ります。

広報特別号において事業費の比較で

案が2つしかないのはなぜか。平成

31年3月に策定した新松田駅周辺整

備基本計画にある案のようなロータ

リーにする案は出なかったのか。

D

広報特別号の事業費は、道路事業で整備した場合との比較として掲載しています。平成31年3月に策定した基本計

画においては小田急さん敷地内である新松田駅の１階駅舎付近を含んだ区域で検討していましたが、小田急さんと

の協議も踏まえ検討を重ねた結果、駅舎を含めない計画となり、駅前広場の形状に変更が生じています。

本計画が平成31年3月に策定した新

松田駅周辺整備基本計画の駅前広場

計画図案と違っているのはなぜか。

D

平成31年3月に策定した基本計画での駅前広場計画図案は、新松田駅を橋上駅舎化した場合の計画案です。基本計

画の策定後小田急さんとの協議も踏まえ検討を重ねた結果、駅舎を含めない計画となり、駅前広場の形状に変更が

生じています。また、現在の駅前広場計画案は交通管理者である神奈川県警との協議を踏まえた計画となっていま

す。

送迎車による渋滞を課題としている

が、計画案では送迎車用スペースが

少ないのではないか。

D
駅前広場の施設規模の基準となる駅前広場計画指針に基づき、確保すべき送迎車用の待機台数を検討しています。

頂いた意見を踏まえ駅前広場計画の精査を行います。

町道３号線においてバスが鋭角に曲

がる動線となっているが安全なの

か。

D

駅前広場におけるバスの動線については、回転半径を考慮し、交通管理者である神奈川県警と協議の上、計画案を

作成しています。意見の趣旨を踏まえて、引き続き安全で快適な道路交通環境を目指して駅前広場の計画の精査を

行っていきます。

マンション建設よりも送迎時の駐車

スペースや駐輪場を増やしてほし

い。

C
駅前広場の施設規模の基準となる駅前広場計画指針に基づき、確保すべき送迎車用の待機台数を検討しています。

また、駐輪場の規模については、施設計画に関する意見として準備組合に伝えさせていただきます。

夕方から夜間において多くの送迎車

が北口駅前に停車しているが、企業

の送迎車も含め、計画されてる待機

所数で対応可能なのか。

D
駅前広場の施設規模の基準となる駅前広場計画指針に基づき、確保すべき送迎車用の待機台数を検討しています。

頂いた意見を踏まえ駅前広場計画の精査を行います。
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平成31年3月の駅前広場計画には２

階ペデストリアンデッキの真下に横

断歩道があったが、なぜ現計画では

無くなってしまったのか。

D
警察との協議の結果、安全性の確保を目的とし、ペデストリアンデッキを利用した移動を主としたため、現在の計

画案となっています。

松田駅と新松田駅の間の横断歩道が

無くなることが不安である。また階

段にエレベーターは設置されるの

か。

D

警察との協議の結果、安全性の確保を目的とし、ペデストリアンデッキを利用した移動を主としたため、現在の計

画案となっています。

なお、エスカレーター及びエレベーターの設置を検討しています。

ロータリーと送迎のための30分無料

の駐車場、タクシー乗り場を整備す

るだけでよいのではないか。

D

駅前広場のみの整備では、「魅力あるまちづくり」による人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅

周辺地域は老朽化し耐震性に懸念のある建物が多く存在するため、防災上の課題も生じています。再開発事業によ

り駅前広場の整備とともに定住者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しています。

駅前広場の安全性、利便性について

は、とても叶うと思えず、未来につ

なげて行けるのかという不安の方が

大きい。

D
歩車道やペデストリアンデッキが整備され、鉄道乗り換え者と自動車との平面交差が無くなることで安全性及び交

通渋滞が改善されるものと考えています。

計画内容が現実的なのかが疑問であ

る。ロータリーの安全性を確保して

ほしい。

D

駅前広場の規模や一般車・バス・タクシー乗降場等の施設数の検討に当たっては、各種基準や交通事業者へのヒア

リング内容などを踏まえて必要台数を算定の上、交通管理者である神奈川県警との協議を行い現在の計画としてお

り、安全性・利便性が向上すると考えています。

町の規模からしたら駅前広場のみ整

備がちょうどいいと思う。インフラ

や既存建物の修繕を優先してほし

い。

D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺地域は老朽化し耐震性に懸

念のある建物が多く存在するため、防災上の課題も生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに定住

者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しています。

駅前がもう少し広がったらとは思う

が、本事業のような大規模の工事は

不要であり、近隣駅と同じくそれほ

ど便利になるとは思わない。

D

駅前広場の規模や一般車・バス・タクシー乗降場等の施設数の検討に当たっては、各種基準や交通事業者へのヒア

リング内容などを踏まえて必要台数を算定の上、交通管理者である神奈川県警との協議を行い現在の計画としてお

り、安全性・利便性が向上すると考えています。

地権者の家屋になるべく影響が出な

いように駅前広場を整備し、歩行者

優先で交通事業者・一般車の動線を

コントロールする。

D

駅前広場の規模や一般車・バス・タクシー乗降場等の施設数の検討に当たっては、各種基準や交通事業者へのヒア

リング内容などを踏まえて必要台数を算定の上、交通管理者である神奈川県警との協議を行い現在の計画としてお

り、安全性・利便性が向上すると考えています。

新松田駅前は現状のままではいけな

いため、駅前広場の整備を実現して

ほしい。

D 頂いた意見を踏まえ、引き続き安全で快適な駅前広場や道路の整備を目指して参ります。

計画当初は錯綜している動線の解決

が目的であったが、本計画ではそれ

が解決されない。

D
歩車道やペデストリアンデッキが整備され、鉄道乗り換え者と自動車との平面交差が無くなることで安全性及び交

通渋滞が改善されると考えています。

マンションや駐車場により通勤時刻

に駅または小学校方向へ出る車が増

加する。

C

交通量の増加については、交通量調査の結果を元に再開発により増加が見込まれる発生集中交通量を推計の上、交

通管理者である神奈川県警と協議を行っており、都市計画決定後、事業を実施する段階で再度協議を行うこととし

ています。

なお、朝の通勤時間帯は現状と同じく一方通行のため、一般車の小学校方面への通行は想定していません。
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駐車場出入口が歩道に面することに

より危険な動線交差ポイントが２箇

所増える。

C 動線の交差があっても安全が確保されるよう、頂いた意見は準備組合に伝えさせていただきます。

再開発区域の西側の富士急モビリ

ティの操車場により、歩行者とバ

ス、自動車の混走は未解決となる。

D
駅前広場や歩車道の整備により、区域内において円滑な通行が図られる見込みです。また区域より西側の町道3号

線（ロマンス通り）については、別途、道路改良により車道の拡幅及び歩道整備を検討して参ります。

マンションの入居者や商業施設の利

用者が出入りする車により新たな渋

滞は発生しないのか、現在の交通量

からどれくらい変化するのかを示し

てほしい。

C

現計画は平成28年度に実施した交通量調査の結果と、令和3年度の道路交通センサスを基に24時間交通量を換算

し、再開発による発生集中交通量の推計を行い将来交通量を算出の上、神奈川県警との交通協議を実施していま

す。

平成28年度の調査結果は町ホームページ内の新松田駅周辺整備基本構想・基本計画のページにおいて公表済みで

す。直近では、本年6月に交通量調査を行っており、現在調査結果を分析中です。結果については公表していきま

す。

住宅設置の場合、新たな歩行者と車

のトラブルの増加が予想される。小

学校もあるため対策してほしい。

C

現況は歩車分離がされておらず、安全な歩行空間を確保するため歩道の整備を検討しています。現在計画している

再開発区域南街区の西端まで歩道を整備し、区域内において歩車分離を行う見込みであり、住宅設置等による動線

の交差があっても安全が確保されるよう、頂いた意見は準備組合に伝えさせていただきます。また区域より西側の

町道3号線（ロマンス通り）については、別途道路改良により車道の拡幅及び歩道整備の検討をして参ります。

ロマンス通りは開発後も小学校前ま

では広くならないが、渋滞・事故対

策についてどのように考えている

か。

D 町道3号線（ロマンス通り）については、別途道路改良により車道の拡幅及び歩道整備の検討をして参ります。

一番の町民の願いは人と車の錯綜の

解消であり、動線を整備してほし

い。

D 駅前広場や歩車道、ペデストリアンデッキの整備により、区域内での錯綜はなくなる見込みです。

新松田駅と松田駅間の横断歩道の撤

去により、交番前の横断歩道利用者

が増加し、当該交差点の車両通行量

の増加や走行スピードの上昇により

現在以上の交通渋滞と事故リスクの

増大が懸念される。

D

課題の解消に向け神奈川県警と協議の上、ペデストリアンデッキの整備を検討しています。ペデストリアンデッキ

と併せて新松田駅北口の橋上改札を整備することにより、最短経路での乗り換えとなることから、交番前の横断歩

道の利用者が分散され交通混雑が緩和されるものと考えています。また、車両の通行に係る法定速度の遵守につい

ては、必要に応じて交通管理者である神奈川県警と協議いたします。

安全な交通ができる道路の整備を実

現してほしい。
D

頂いた意見を踏まえ、引き続き安全で快適な駅前広場や道路の整備を目指して参ります。

本事業において、自動車だけでなく

歩行者と自転車の安全に最大限に配

慮した交通計画とし、十分な歩道幅

を確保してほしい。多額の予算が投

じられるこの機会に、誰もが使いや

すい空間を創造するため、バリアフ

リーの視点を深く計画に反映するこ

とを強く要望する。

B

現在の計画案では歩道のほか、建築物の壁面後退により歩道状空地が生まれるため、合わせて十分な歩行空間が形

成されると考えています。

また、バリアフリーについて考慮するとともに、自転車の通行についても神奈川県警と協議を進めて参ります。

本事業の施行区域は線路に囲まれた

立地上、渋滞が発生しやすく、県道

711号JRガード下の拡幅には長期間

を要すると思われ、車の流入を抑制

した方が良い。

D
安全で快適な駅前広場・道路整備を目指し、都市計画決定の手続きを進めるとともに、県道711号JRガード下の拡

幅に関しては、町、道路管理者である県とその他関係機関との間で調整しています。
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道路拡幅を主とした駅前開発とする

ことは難しいのか。
D

駅前広場のみの整備手法として新松田駅南口と同じ道路事業での整備手法も検討しましたが、整備に当たり都市計

画決定を行うことができないため、事業の担保性に欠け完成時期が不透明となります。

ペデストリアンデッキは使われずに

交番前から横断歩道を渡ると考えら

れ、最も混乱する部分の解決になっ

ていない。

D
JRさんとバスの乗り換えに当たってはペデストリアンデッキへの昇り降りが必要となりますが、エスカレーター等

の整備を検討しており、歩行者の流れが分散し、影響は少ないものと考えています。

新松田駅と松田駅間をペデストリア

ンデッキで繋げると移動時間が今よ

りも掛かり逆に不便になる。

D

課題の解消に向け神奈川県警と協議の上、ペデストリアンデッキの整備を検討しています。デッキと併せて新松田

駅北口の橋上改札を整備することにより、移動距離は現在と比較してもわずかな違いであり、自動車の通行状況に

左右されないことや、エスカレーターの設置等による移動時間の短縮が見込まれます。

JRさんと小田急さんの乗換距離が増

加する。計画では乗換動線が長くな

り、また、トイレや切符購入などで

新松田駅1階に用事がある利用者

は、階段移動の負担も加わる。その

ため、より短距離で平面移動が可能

な交番前横断歩道が選ばれると予想

する。

D

課題の解消に向け神奈川県警と協議の上、ペデストリアンデッキの整備を検討しています。デッキと併せて新松田

駅北口の橋上改札を整備することにより、移動距離は現在と比較してもわずかな違いであり、自動車の通行状況に

左右されないことや、エスカレーターの設置等により移動時間の短縮が見込まれます。

ただし、小田急さんのトイレを利用される場合は現在よりも移動距離が増加する可能性があるため、検討を進めて

参ります。

バス利用者の動線について、ペデス

トリアンデッキ経由での移動が計画

されているが、利便性や距離の観点

から、少なくとも半数以上のバス利

用者が交番前の横断歩道を利用する

と考える。

D
JRさんとバスの乗り換えに当たってはペデストリアンデッキの昇り降りが必要となりますが、エスカレーター等の

整備を検討しており、歩行者の流れが分散し、影響は少ないものと考えています。

小田急さんとJRさんを乗り継いで行

き来できない中途半端なペデストリ

アンデッキは必要ない。

D
新松田駅と松田駅のペデストリアンデッキでの直接接続を検討する場合、御殿場線の線路高を考慮した松田駅の改

良が必要となることから、実現可能な整備方法の検討を行っています。

ペデストリアンデッキは松田駅南口

と新松田駅２階の最短距離で作れな

いのか。

D

2駅間の最短距離をペデストリアンデッキでつなぐ場合、バスロータリー及び町道3号線の上を長区間で橋梁を整備

する必要があります。橋梁区間が長くなるほどデッキの構造強度を高める必要があり、デッキ整備の工事費も増加

することとなるため、経済性・施工性等を鑑みながら総合的に判断し、現在のデッキの形を計画案としています。

駅舎が目の前にあるのに遠回りする

ようなペデストリアンデッキを乗り

換えの人全員が歩くとは思えない。

D

警察との協議の結果、安全性の確保を目的とし、ペデストリアンデッキを利用した移動を主としたため、現在の計

画案となっています。

なお、エスカレーター及びエレベーターの設置を検討しています。

JRさんと小田急さんの間のペデスト

リアンデッキの使い勝手が悪く、平

面交差の方が良いと考える。

D

警察との協議の結果、安全性の確保を目的とし、ペデストリアンデッキを利用した移動を主としたため、現在の計

画案となっています。

なお、エスカレーター及びエレベーターの設置を検討しています。

ペデストリアンデッキはJRさんと小

田急さんとは直接接続されないこと

が明確になっていない。乗り換えの

利便性向上と駅利用者の要望が達成

できていない。

D

課題の解消に向け神奈川県警と協議の上、ペデストリアンデッキの整備を検討しています。デッキと併せて新松田

駅北口の橋上改札を整備することにより、最短経路での乗り換えとなり利便性の向上につながるものと考えます。

また、新松田駅と松田駅のデッキでの直接接続を検討する場合、御殿場線の線路高を考慮した松田駅の改良が必要

となることから、実現可能な整備方法の検討を行っています。
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松田駅から新松田駅への直接渡れる

ペデストリアンデッキは考えていな

いのか。

D
新松田駅と松田駅のペデストリアンデッキでの直接接続を検討する場合、御殿場線の線路高を考慮した松田駅の改

良が必要となることから、実現可能な整備方法の検討を行っています。

ペデストリアンデッキについては使

われない歩道橋のようにならないよ

う動線の検討をしてほしい。

D
ペデストリアンデッキについては、現況の駅乗換え動線に代わるものと考えており、日常的に利用される経路とし

て想定しています。

本事業において建築物の維持費、改

築費、撤去費を考慮し、便利さを優

先せずに必要な内容に限定し、ペデ

ストリアンデッキはあきらめてはど

うか。

D

現況は歩車分離が図られておらず、特に朝の通勤・通学時において、松田駅・新松田駅間の横断歩道を渡る歩行者

と町道３号線を通過する自動車の錯綜により交通渋滞が発生しており、歩行者の安全確保や交通渋滞の解消を目的

として、歩行者がペデストリアンデッキを渡り横断する動線を確保するよう交通管理者である神奈川県警とも協議

を行った検討案となっています。

本計画のペデストリアンデッキと歩

道の接続において、昇降は階段を使

うものとなっていおり、また、エレ

ベーターやエスカレータ―を使用す

る場合は商業施設内を通る必要であ

ることから、バリアフリーが考慮さ

れておらず、利便性も悪い。

B

再開発ビル等の施設配置については、都市計画決定後、準備組合において検討・精査するものとなります。歩道か

らペデストリアンデッキへは24時間通行可能とする必要があるため、商業施設等を経由しない動線を考えています

が、バリアフリーも踏まえた利便性の高い配置となるようエレベーターやエスカレーターの設置について検討しま

す。また、再開発ビル内のエレベーターについて、準備組合からは小田急線及びJR御殿場線始発から終電までの間

で利用できる運用とする計画であることを聞いており、都市計画決定後、利用方法や維持管理について町と再開発

組合と協議していくこととなります。

ロマンス通りの交通量は多くないた

め。ペデストリアンデッキの整備は

不要であり、横断歩道があればよ

い。ペデストリアンデッキを設けな

ければ、整備費や維持管理費、橋上

改札の設置費が削減出来る。

D

警察との協議の結果、安全性の確保を目的とし、ペデストリアンデッキを利用した移動を主としたため、現在の計

画案となっています。

なお、エスカレーター及びエレベーターの設置を検討しています。

道路拡幅は是非実施してほしい。 D
現況は歩車分離がされておらず、安全な歩行空間を確保するため歩道の整備を検討しています。課題の解消に向け

神奈川県警と協議の上、ペデストリアンデッキの整備を検討しています。

道路事業のみの施行で良い。横断歩

道に信号をつけるといくら費用が掛

かるか教えてほしい。

D
駅前広場計画に当たり、県道711号JRガード下と町道３号線（ロマンス通り）の交差点改良について神奈川県警本

と協議を行ったところ、踏切が近接する交差点であるため、信号を設置することはできないと伺っています。

安心して歩ける歩道が欲しい。 D
今回の駅前広場の計画においては、歩車分離を行うためにも歩道の整備は必須と考えており、歩行者が安全に歩け

る空間を確保したいと考えています。

駅前の交通渋滞の解消を計画するの

であれば、県道711号との交差点の

拡幅と信号機の設置など交通の流れ

がわかるものを盛り込んだ方が良

い。

D

駅前広場整備の検討に当たり、県道711号と町道３号線（ロマンス通り）の交差点改良について、神奈川県警と協

議を行っており、踏切が近接する交差点であるため、信号を設置することができませんが、より安全な交通処理を

目指し引き続き協議を行っていきます。また、県道711号JRガード下の拡幅整備について、市街地再開発事業の進

捗などを踏まえ、工事が実施可能な方法について、町、道路管理者である神奈川県と関係機関との間で調整してい

ます。

県道711号JRガード下及びロマンス

通りの拡幅、松田駅と新松田駅の乗

り換え動線の整備、車の一方通行化

を優先して検討してほしい。

D
頂いた意見の趣旨を踏まえ、引き続き安全で快適な道路交通環境や防災機能の向上、魅力と活力のある商業拠点の

形成を目指して参ります。
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松田駅から新松田駅間の横断歩道に

おいて、歩行者はルールを守って横

断している現状のため、今のままで

よい。

D

現況は歩車分離が図られておらず、特に朝の通勤・通学時において、松田駅・新松田駅間の横断歩道を渡る歩行者

と町道３号線を通過する自動車の錯綜により交通渋滞が発生しており、歩行者の安全確保や交通渋滞の解消を目的

として、歩行者がデッキを渡り横断する動線を確保するよう交通管理者である神奈川県警とも協議を行った検討案

となっています。

松田駅から新松田駅間の横断歩道

は、人口減少や御殿場線の本数の減

少から、現状のままで良い。

D

現況は歩車分離が図られておらず、特に朝の通勤・通学時において、松田駅・新松田駅間の横断歩道を渡る歩行者

と町道３号線を通過する自動車の錯綜により交通渋滞が発生しており、歩行者の安全確保や交通渋滞の解消を目的

として、歩行者がデッキを渡り横断する動線を確保するよう交通管理者である神奈川県警とも協議を行った検討案

となっています。

スーパーマーケットの誘致に関し、

一般的な規模のものは商圏人口２～

５万人を想定すべきものと考える

が、新松田駅北口地区は商圏人口が

少なく、ミニスーパーかドラッグス

トア程度になるのではないか。

C
準備組合からは、当再開発で想定しているスーパーマーケットは延床面積で約１,０００㎡程のスーパーを考えてい

ると伺っています。頂いた意見については準備組合に伝えさせていただきます。

コンセプトに「地域コミュニティの

活性化」とあるが、サラリーマンが

多い転入者のみではコミュニティの

形成は困難と考える。マンションを

売ることで活性化できる方策があれ

ば明示してほしい。

「賑わい創出」も店舗数件と富士山

が見える点程度では困難と考える。

C
地域コミュニティの活性化はマンション入居者のみではなく、商業施設や公益施設の利用者も含めた賑わい・交流

の活性化を想定しています。

松田町の人口規模や消費者の動向か

ら考えるとスーパーマーケットや

サービス施設の誘致は厳しいと思

う。誘致できても後に撤退が見込ま

れ、ビルの空洞化でにぎわい創出に

デメリットが生じるのではないか。

C

準備組合からはスーパーマーケット等のテナントへのヒアリングを行い、現時点で一定の出店意向について確認を

しています。具体的な誘致については、都市計画決定後の組合設立認可までに決定することとなります。町民の要

望に応え長期で出店するテナントを選定するよう、頂いた意見は、準備組合へ伝えさせていただきます。

交通の安全性確保のため、トラック

の出入りが増えるなどする商業ビル

の建設はない方が良い。

D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺の地域では老朽化し耐震性

に懸念のある建物も多く存在するため、防災上の課題を生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに

定住の促進及び町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しています。

意見のとおり、商業ビルができることで交通量の増加が見込まれますが、現在の計画案は交通管理者である神奈川

県警との協議を踏まえた計画となっています。

予想される利用者や売上額から継続

的な経営ができるかの見積もりが可

能かと思うが、客観的な数値による

誘致可能なスーパーマーケットの企

業規模について提示してほしい。

D
どのくらいの数値があれば経営が成り立つと考えるかは、スーパーマーケットの経営企業の考え方に左右されるた

め、誘致が可能であるかと町が示せるものではありません。

商業施設のターゲットはどんな客層

を想定しているのか。
D 準備組合からは商業施設は客層を限定せず、町民及び駅利用者を想定していると伺っています。

バリアフリーの観点からも商業施設

内にエスカレーターは作られるの

か。

D エスカレーター及びエレベーターが設置される予定です。
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ターゲットとしている客層、品揃

え、価格帯など、どの程度のスー

パーマーケットの誘致を考えている

か。

D
準備組合からは、スーパーマーケットについては客層、品揃え、価格帯等を限定せず、1,000㎡程度の規模での出

店について、ヒアリングを実施していると伺っています。

商業施設に入るテナントがないよう

に感じる。スーパーマーケットが

あったら良いが高齢者の移動手段の

検討が必要と思う。

D

テナントについては準備組合からスーパーマーケット等のテナントへのヒアリングを行い、現時点で一定の出店意

向について確認をしています。また、スーパーマーケットについては、自家用車等の交通手段がない方が、バスな

どの公共交通機関を利用して買い物ができることを想定して、バスやタクシーが発着する再開発区域内に設置する

ことで検討を進めています。

町民の買い物に対する行動パターン

から、スーパーマーケットにどれく

らいの集客数・売上があれば良いの

か教えてほしい。

D
どのくらいの数値があれば経営が成り立つと考えるかは、スーパーマーケットの経営企業の考え方に左右されるた

め、町が示せるものではありません。

スーパーマーケットは望まれている

が、利用者の予想を踏まえて規模や

駐車場の位置を含めた利便性につい

て慎重に検討する必要があり、持続

的に経営してもらえることを目指し

てほしい。

C

準備組合からは、当再開発で想定しているスーパーマーケットは延床面積で約１,０００㎡程のスーパーを考えてい

ると伺っています。また準備組合ではある程度出店意向について企業にヒアリングを行っていると伺っています。

頂いた意見については準備組合に伝えさせていただきます。

本計画では商業施設と駐車場が離れ

ており、他のスーパーマーケット等

の選択肢がある中、車での利用者は

少ないのではないか。

D

駅前にスーパーマーケットを誘致することにより、駅利用者を含む多くの町民の方等に利用していただけるものと

考えています。また、自家用車の運転ができない方においても、駅前にスーパーマーケットがあることで、公共交

通機関を利用して買い物がしやすくなるものと考えています。

再開発ビルにおける商業施設などの

具体的な見込みはどうなっているの

か。

D

準備組合からは、スーパーマーケット等の商業施設への出店意向について企業にヒアリングを行っていると伺って

います。

また、公益施設については役場内で検討を進めています。

本事業によって大きな商業施設がで

きた場合、車の往来がバスと一緒と

なって交通渋滞の懸念がある。商業

施設はコスモス館ぐらいの規模で良

い。

D
準備組合からは、当再開発で想定しているスーパーマーケットは延床面積で約１,０００㎡程のスーパーを考えてい

ると伺っています。

基本的な買い物ができるスーパー

マーケット等の誘致を実現してほし

い。

D 利便性の高い駅前環境の創出と魅力と活力のある商業拠点の形成を目指して参ります。

再開発区域内に商業施設ができて

も、自家用車を持たない高齢者や障

がい者は利用できない。

D

駅前にスーパーマーケットを誘致することにより、駅利用者を含む多くの町民の方等に利用していただけるものと

考えています。また、自家用車の運転ができない方においても、駅前にスーパーマーケットがあることで、公共交

通機関を利用して買い物がしやすくなるものと考えています。

スーパーマーケットの規模は1,000

㎡では町民の希望する規模よりはる

かに小さい。町民目線としては規模

がより大きいものを希望する。

D
再開発ビルにおける商業・業務施設の規模、施設配置、テナント候補等については、都市計画決定後、準備組合に

おいて検討するものとなります。
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マンションに関して二拠点生活を考

慮して提案されているが、都市部と

松田の二拠点において、松田側でマ

ンションを保有する想定はおかし

い。松田町では庭付きの一戸建てや

資源環境の良い立地が求めれると考

える。また、二拠点生活者では人口

増加にならないのではないか。

D

準備組合からは、当該再開発における「二拠点生活」とは、松田町のマンションに住むことで、都市の利便性と自

然環境の両方を楽しむ生活様式を意味するものと伺っています。そのため、「二拠点目を松田町に持つ」といった

意味合いではありません。

都会から松田町に移住する目的は、

都内では買えない一戸建てが買える

からであって、都内に多くあるよう

なマンションは求められていない。

D

準備組合から提案されたマンションは、周辺で自然環境が楽しめ、駅直近で交通利便性も高く、階下には子育て支

援施設やスーパーマーケット等の利便施設が計画されることから、マンションライフの需要を想定しており、今ま

で松田町内にマンションがないことからニーズも高いと伺っています。

13階建てのマンションは必要ない。 C

建物の規模については現在検討中であり、都市計画決定後に行う基本設計の中で全体の事業性や収支バランス、意

見等を考慮し、階数や配置などの詳細を決めていくこととなります。また、現在の再開発ビルのイメージ図につい

ては、検討中で確定したものではなく、今後も検討を重ね変更が生じます。

小田原駅周辺のマンションでも売れ

残っていると思われるのに、松田の

マンションが売れるのかわからな

い。田舎に住むなら広い一戸建てが

求められると思う。

D

準備組合から提案されたマンションは、周辺で自然環境が楽しめ、駅直近で交通利便性も高く、階下には子育て支

援施設やスーパーマーケット等の利便施設が計画されることから、マンションライフの需要を想定しており、今ま

で松田町内にマンションがないことからニーズも高いと伺っています。

なお、小田原駅西口再開発ビルのマンションは完売と伺っています。

マンションの供給は隣町と競合する

ため、建設が必要とは思えない。

110戸建設の必然性を明示してほし

い。民泊には治安などの観点から反

対する。

C

松田町に移住される方は都心では買えない一戸建てを求める方もいますが、新松田駅前のマンションは、周辺で自

然環境が楽しめ、駅直近で交通利便性も高く、階下には子育て支援施設やスーパーマーケット等の利便施設が計画

されることから、マンションライフの需要を想定しており、今まで松田町内にマンションがないことからニーズも

高いと伺っています。

また、市街地再開発事業は再開発ビルなど土地の高度利用により新たに生み出された床（保留床）を処分し事業に

充てる仕組みです。

準備組合からは、民泊は一つのアイデアとして事業協力者より提案があったものと伺っています。ただこれを実現

していく上では様々な課題があることは認識しており、あくまで検討案の選択肢段階であることから、今後町民の

意見にも配慮しながら慎重に検証を進めるよう準備組合、組合に助言していきます。

マンション購入対象は二拠点生活希

望者とのことだが、田舎では一戸建

てを求める人が多いと思う。どのよ

うなデータを基に売却可能と判断し

たのか。再開発ビルは利用されなけ

れば意味のない物であり、町の負担

がなければ良いわけではない。

D

準備組合からは、当該再開発における「二拠点生活」とは、松田町のマンションに住むことで、都市の利便性と自

然環境の両方を楽しむ生活様式を意味するものと伺っています。そのため、「二拠点目を松田町に持つ」といった

意味合いではありません。また、準備組合において松田の自然環境を楽しみつつ、駅直近で交通利便性が高く、子

育て支援施設やスーパーマーケット等の利便施設があるという点で、マンションライフの需要を想定しています。

駅前にマンションは必要ない。 D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺地域は老朽化し耐震性に懸

念のある建物が多く存在するため、防災上の課題も生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに定住

者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しており、事業の成立性の視点からもマンションは必

要なものと考えています。

計画されているマンションの面積等

が子育て世代及び二拠点生活層に

合っていない。空家の活用などを主

とした移住者の受け入れを行うべ

き。

D

準備組合から提案されたマンションは、周辺で自然環境が楽しめ、駅直近で交通利便性が高く、階下には子育て支

援施設やスーパーマーケット等の利便施設があることから、マンションライフの需要を想定しており、今まで松田

町内にマンションがないことからニーズも高いと伺っています。また再開発でのマンションとともに、空家対策に

ついても引き続き対応していきたいと思います。

13階建てマンションでないと事業収

益が出ないとのことだが、その根拠

を地権者や町民に示してほしい。

D
建物の規模については現在検討中であり、都市計画決定後に行う基本設計の中で全体の事業性や収支バランス、意

見等を考慮し、階数や配置などの詳細を決めていくこととなります。
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本事業における高層ビルの建設には

昔田んぼだった地盤の関係から反対

である。

C

駅周辺の地域では老朽化し耐震性に懸念のある建物が多く存在するため、防災上の課題が生じています。

そのような状況から、耐震性・防火性に優れた再開発ビルを建設することで、地域の防災性を高める必要があると

考えています。また、建設箇所について地盤調査を実施し、調査結果に基づき地盤改良工事などの対策が講じられ

ます。

子育て世帯として、スーパーマー

ケット等ができて駅前が整っても子

供の遊び場がなく、道が狭くてベ

ビーカーが押しにくい道路などから

入居しようとは思わないと考えるた

め、マンション建設は不要と思われ

る。

D

子どもの遊び場等については、公益施設の子育て支援機能や商業施設の中で今後都市計画決定後の準備組合による

計画の中で検討することとなります。また、道路（ロマンス通り）については、現況は歩車分離がされておらず、

安全な歩行空間を確保するため歩道の整備を検討しています。現在計画している再開発区域南街区の西端まで歩道

を整備し、区域内での歩行者と車両の錯綜はなくなる見込みです。また区域より西側については、別途道路改良に

より車道の拡幅及び歩道整備の検討をしています。

マンションについては近隣の方が雇

用・商業施設などの条件が良いた

め、どういうメリットがあり入居が

見込まれるのか説明してほしい。

D

新松田駅前のマンションについて、周辺で自然環境が楽しめ、駅直近で交通利便性も高く、階下には子育て支援施

設やスーパーマーケット等の利便施設が計画されることから、マンションライフの需要を想定しており、今まで松

田町内にマンションがないことからニーズも高いと伺っています。

現に移住してきた方々は、公園もな

い都市型マンションを選んでおら

ず、子育て世代が入居するとは思え

ない。実際の声をもっと反映した計

画を再考することを望む。

D

都市計画法によって定められた地域区分のうち、新松田駅北口地区の大半は、商業地域であり利便性や経済活動が

重視される地域であり、土地の高度利用が促進され、高層の建物も建築が可能な用途地域となっています。

準備組合から提案されたマンションは、周辺で自然環境が楽しめ、駅直近で交通利便性も高く、階下には子育て支

援施設やスーパーマーケット等の利便施設が計画されることから、マンションライフの需要を想定しており、今ま

で松田町内にマンションがないことからニーズも高いと伺っています。

本事業に伴うマンションの需要はあ

るのか、住民が増える事での駅前の

安全性は大丈夫なのか。

D

準備組合から提案されたマンションは、周辺で自然環境が楽しめ、駅直近で交通利便性も高く、階下には子育て支

援施設やスーパーマーケット等の利便施設が計画されることから、マンションライフの需要を想定しており、今ま

で松田町内にマンションがないことからニーズも高いと伺っています。

駅前広場の安全性に関しては、交通量調査の結果を元に、再開発により増加が見込まれる発生集中交通量を推計の

上、交通管理者である神奈川県警と協議を行っており、安全性を考慮した結果、現在の計画案となっています。

のどかな景観が失われ、田舎への移

住者希望者に対して魅力がないマン

ションは必要ないと感じる。

C

都市計画法によって定められた地域区分のうち、新松田駅北口地区の大半は、商業地域であり利便性や経済活動が

重視される地域であることから、土地の高度利用が促進され、高層の建物も建築が可能な用途地域となっていま

す。

準備組合から提案されたマンションは、周辺で自然環境が楽しめ、駅直近で交通利便性も高く、階下には子育て支

援施設やスーパーマーケット等の利便施設が計画されることから、マンションライフの需要を想定しており、今ま

で松田町内にマンションがないことからニーズも高いと伺っています。

高層マンションは様々な理由から建設

すべきではない
C

平成31年3月に策定した新松田駅周辺整備基本構想・基本計画において、まちなかの活力を創出する都市居住の場

としての「居住機能」の導入を目指すとしています。また松田町立地適正化計画においても、駅周辺区域を居住誘

導区域と設定しています。このような上位計画から駅前周辺地区での都市居住施設としてのマンションを計画して

います。

高層マンションに対しては、消防活動や避難ができるような対策をしないと建物を建てる許可（建築確認申請）が

下りません。また、将来老朽化した際の解体費用は再開発ビルの管理組合が負担し、町の負担等はありません。

外国人居住者の治安の不安については、そのようなことが起こらないよう準備組合、組合に対し助言を行っていき

ます。

町を魅力的に感じられるような空家

物件のリノベーションの取組みも必

要と思う。若者世代が松田町でどの

ようなライフスタイルを送ってほし

いかを考えると本事業にあるような

高層マンションではないと考える。

D

準備組合から提案されたマンションは、周辺で自然環境が楽しめ、駅直近で交通利便性も高く、階下には子育て支

援施設やスーパーマーケット等の利便施設が計画されることから、マンションライフの需要を想定しており、今ま

で松田町内にマンションがないことからニーズも高いと伺っています。

また、空家対策については松田町は国のモデル事業としていち早く取り組んできていますが、個人の意向に左右さ

れ、一体的な整備ができない空家の利活用は、高度利用が求められている当該区域においてはそぐわないものと考

えています。

13階建てのマンション建設につい

て、広報特別号の図には建物の高さ

の記載がない。狭い駅前空間に45m

の高層マンションは威圧的であり、

ふさわしくない。譲歩しても８階建

てまでが良いと考える。

D
建物の規模については現在検討中であり、都市計画決定後に行う基本設計の中で全体の事業性や収支バランス、意

見等を考慮し、階数や配置などの詳細を決めていくこととなります。
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新松田駅の隣駅に快速急行が停車す

るようになり、新松田の魅力が薄れ

ているため、再開発ビルにおけるマ

ンションの戸数は十分な検討が必要

である。

C

新松田駅前のマンションは、周辺で自然環境が楽しめ、駅直近で交通利便性も高く、階下には子育て支援施設や

スーパーマーケット等の利便施設が計画されることから、マンションライフの需要を想定しており、今まで松田町

内にマンションがないことからニーズも高いと伺っています。

なぜ本事業で建てる再開発ビルは13

階建てでマンションが約110戸とな

るのか。15階や20階建て、逆に５

階や10階建てではいけないのか。再

開発では反対者を強制的に排除でき

るなど事業者が有利に進められる決

まりがあるのか。

B

再開発事業は本組合の設立や権利変換計画の認可などの段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていく事業とな

り、個々の地権者とよく協議をして事務を進めるよう準備組合、再開発組合に助言していきます。また、建物の規

模については現在検討中であり、都市計画決定後に行う基本設計の中で全体の事業性や収支バランス、意見等を考

慮し、階数や配置などの詳細を決めていくこととなります。

最初は道路整備とスーパーマーケッ

トの誘致がメインとされ、町が主体

となってまちづくりを行っていた

が、都市計画の計画書には歩道整備

や渋滞解消の具体例の記載なく、

スーパーマーケットの誘致も確約さ

れていないことからマンション建設

のみの計画であると考える。

D

駅前広場及び一般車・バス・タクシー乗降場等の施設数の検討に当たっては、交通事業者へのヒアリング内容など

を踏まえて必要台数を算定の上、交通管理者である神奈川県警との協議を行い現在の計画としており、現在計画し

ている再開発区域南街区の西端まで歩道を整備し、歩車分離が図られる見込みです。また、課題の解決に向けペデ

ストリアンデッキの整備を検討しています。

資料からはマンション建設だけが先

行しているとしか思えない。
D

再開発ビルは、マンションの他商業施設、業務施設、公益施設、駐車場等の複合施設を計画しています。再開発ビ

ルにおける住宅戸数の規模、高さ、商業・業務施設の規模、施設配置等については、都市計画決定後、準備組合に

おいて計画を精査し、組合設立認可、権利変換計画作成までに計画を決定して行きます。

約110戸のマンションは必要なの

か。戸数を減らす予定はないのか。
D

準備組合からは、110戸程度までなら松田町駅前で計画が可能と伺っていますが、建物規模等については都市計画

決定後に行う基本設計を行うことで明確になると考えます。

町民は電車で来るわけではないが、

なぜ公共公益施設を駅前に集積する

必要があるのか。

D
再開発で整備する公益施設は、現在、子育て支援施設を検討しており、駅前にあることにより町民にとって利用し

やすいものとなると考えています。公益施設の内容については、都市計画決定後にさらに検討を進めて参ります。

「災害時避難所として使用できる公

益施設を整備」とあるが、その対象

者と収容人数はどのように考えてい

るか。

D
公益施設の規模内容については、都市計画決定後の準備組合で詳細を決定していきますので、現時点では対象者や

収容人数等については未定です。今後計画が進んだ段階でお示ししたいと考えています。

本事業により民間駐輪場が無くなる

が、代替の駐輪場案では不足するの

ではないか。

D 駐輪場の台数については、都市計画決定後、準備組合にて施設計画を決定していく段階で、検討して参ります。

歩行者の利便性を考えて駐車場の位

置を再考すべきである。
D 駐車場の位置については、都市計画決定後、準備組合にて施設計画を決定していく段階で、検討して参ります。
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本事業に整備された駐車場の事業

費・維持管理費の負担等は誰がする

のか。

D
現段階では、誰が駐車場を所有するか決まっていません。都市計画決定後、組合が駐車場の所有者を定め、再開発

ビル完成後はその所有者が管理費を負担することとなります。

本事業によるマンション約110戸分

の駐車場は確保される予定なのか。

駐車場の確保がないと入居者が入り

にくいのではないかと危惧する。

D
松田町まちづくり条例に基づき、マンションに関しては１戸当たり１台分の駐車場の確保(整備)を行う計画となり

ます。駐車場の規模及び施設配置等ついては、都市計画決定後、準備組合において計画を精査します。

大型店舗では駐車場が利用者数に見

合っておらず、いっぱいで車が入れ

ないといった問題がある。

C

再開発ビルは、マンションの他商業施設、業務施設、公益施設、駐車場等の複合施設を計画しています。再開発ビ

ルにおける施設の規模、施設配置等については、都市計画決定後、準備組合において計画を精査し、組合設立認

可、権利変換計画作成までに計画を決定して行きます。

駅前の再開発ビルが新鮮に感じられ

るのは数年であり、他駅や他自治体

での開発から見劣りすることは必須

と考える。高層マンションが視覚的

に長期に渡って町の象徴として魅力

的に感じるものになるとは考えられ

ない。

D
再開発ビルの形態や意匠に関し、足柄上地区の玄関口である駅前の施設として魅力的に感じられ長期的に賑わいや

活力を生み出すまちづくりに寄与するよう、頂いた意見について準備組合に伝えさせていただきます。

マンション、商業施設は不要と考え

る。現駅前の改良のみで十分であ

る。

D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺の地域では老朽化し耐震性

に懸念のある建物も多く存在するため、防災上の課題を生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに

定住者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しています。

再開発の成功例はわずかで、商業施

設、住宅を備えた再開発の成功に懐

疑的にならざるを得ない。

D

再開発事業は保留床処分金や補助金などの収入金と工事費などの支出金のバランスが取れてはじめて成立する事業

です。近年の資材高騰や労務費の上昇などにより都度計画の見直しを行う事例もあり、収支のバランスを取りなが

ら事業を進めていくよう再開発組合に助言していきます。

大きな建物は壊す時も大金がかか

り、駅前は広々していた方が良い。
D

再開発ビルを解体するのは所有者又はその後の土地利用者が行うものと考えられます。ビルの全てを町の費用で解

体するのではなく、町が所有を見込んでいる公益施設分は町の費用負担が発生するものと考えられます。

再開発は駅前広場だけにしてほし

い。マンションや他の施設は必要な

い。

D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺の地域では老朽化し耐震性

に懸念のある建物も多く存在するため、防災上の課題を生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに

定住者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しています。

マンションを建築してもテナントが

入らなければどうするのか。まずは

新松田駅北口の整備が必要だと思

う。

D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺の地域では老朽化し耐震性

に懸念のある建物が多く存在するため、防災上の課題も生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに

定住者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しており、マンションも必要なものと考えていま

す。

また、準備組合からはスーパーマーケット等のテナントへのヒアリングを行い、現時点で一定の出店意向について

確認しており、具体的な誘致については、都市計画決定後の組合設立認可までに決定するものと伺っています。町

民の要望に応え長期で出店するテナントを確実に誘致する様、頂いた意見は、準備組合へ伝えさせていただきま

す。
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交通量の多い駅前広場にマンショ

ン、スーパーマーケット等の商業施

設、金融機関、公益施設など一極集

中の建物が必要なのか。他の町有地

での活用は出来ないのか。

D

再開発ビルに含まれる各種施設については、自家用車等の交通手段がない方が、バスなどの公共交通機関を利用し

て使用できることを想定しているため、バスやタクシーが発着する再開発区域内での一体的な整備を検討していま

す。

電車の乗り換えの際に再開発ビル内

のエレベーター等を利用するが、ビ

ル内には24時間入れるのか。

C

再開発ビル内のエレベーターについて、準備組合からは小田急線及びJR御殿場線始発から終電までの間で利用でき

る運用とする計画であることを聞いており、都市計画決定後、利用方法や維持管理について町と再開発組合と協議

していくこととなります。

駅前の交通渋滞がさらに増えると予

想されるため本事業に反対する。
D

駅前広場の安全性に関しては、交通量調査の結果を基に再開発により増加が見込まれる発生集中交通量の推計を行

い将来交通量を算出の上、神奈川県警との交通協議を実施しています。

事業の施行区域は昔水田であり、活

断層が走っていることからも危険な

ため高層ビル建設は反対である。

C

意見のような地盤の状況に加え、駅周辺の地域では老朽化し耐震性に懸念のある建物が多く存在するため、防災上

の課題を生じています。

そのような状況から、耐震性・防火性に優れた再開発ビルを建築することで、地域の防災性を高める必要があると

考えています。

再開発は駅前広場のみとし、マン

ションやその他施設は必要ない。
D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺地域は老朽化し耐震性に懸

念のある建物が多く存在するため、防災上の課題も生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに定住

者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しており、マンションも必要なものと考えています。

巨大な商業施設や高層マンションは

狭い市街地に似つかわしくなく、

現在近隣に住んでいる方々に好意的

に受け入れられないと思う。

C

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺地域は老朽化し耐震性に懸

念のある建物が多く存在するため、防災上の課題も生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに定住

者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しており、マンションも必要なものと考えています。

ハイカー等の来訪者に高層マンショ

ンがある駅前が好意的に受け入れら

れると思わない。

D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺地域は老朽化し耐震性に懸

念のある建物が多く存在するため、防災上の課題も生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに定住

者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しており、マンションも必要なものと考えています。

住宅施設が無くなることでのスー

パーマーケット等周辺施設の縮小は

仕方がないと考える。

D
準備組合からは、当再開発で想定しているスーパーマーケットは延床面積で約１,０００㎡程のスーパーを考えてい

ると伺っています。また準備組合ではある程度出店意向について企業にヒアリングを行っていると伺っています。

本事業のコンセプトである来街者の

滞留・回遊や分譲マンションの建設

は松田町でやらなくてよい。

D
平成31年3月に策定した新松田駅周辺整備基本構想・基本計画に基づき事業を進めており、今後も目標に沿って進

めてまいります。

どの自治体でも人口が減少している

中、大きな商業施設やマンションの

整備は不要である。

D

準備組合から提案されたマンションは、周辺で自然環境が楽しめ、駅直近で交通利便性も高く、階下には子育て支

援施設やスーパーマーケット等の利便施設が計画されることから、マンションライフの需要を想定しており、今ま

で松田町内にマンションがないことからニーズも高いと伺っています。
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本事業後、再開発ビルにおける民泊

などを町が制限するべきではないの

か。

C

再開発事業は町主体の事業ではなく、地権者で組織される再開発組合が行っていく事業です。町はこの開発が公共

性がある事業として、組合に対し国、県とともに補助金等の助成を行っていきます。民泊については準備組合の中

で一つのアイデアとして事業協力者より提案があったものと伺っています。ただこれを実現していく上では様々な

課題があることは認識しており、あくまで検討案の選択肢段階であることから、今後町民の意見にも配慮しながら

慎重に検証を進めるよう準備組合、組合に助言していきます。

バリアフリー化、休憩できる場所、

地場産物販店、子育て世代が集える

場所、公園やイベント会場など住宅

以外のものが欲しい。

C
頂いた意見の趣旨を踏まえ、引き続き利便性の高い駅前環境の創出と魅力と活力のある商業拠点の形成を目指して

参ります。

はしご車が届かない高さとなる再開

発ビルに関して、火災への十分な対

策がない。

D
高層ビルに関しては、消防署との協議の基、消防活動や避難ができるような対策を講じていないと建物を建てる許

可（建築確認申請）が下りませんので、設計段階において検討して参ります。

本事業に関して商業・業務施設を精

査した上で規模を圧縮し、スーパー

マーケットを施行区域外の町内に誘

致することとすればマンション部分

の高さを低くできるのではないか。

C
建物の規模については現在検討中であり、都市計画決定後に行う基本設計の中で全体の事業性や収支バランス、意

見等を考慮し、階数や配置などの詳細を決めていくこととなります。

再開発ビルを建設するにあたり、材

質・形態・意匠も重要である。大手

の不動産会社が手掛けるものには高

級感や木造を売りとした建築物もあ

るため、シンボル的な佇まいもある

ような建築物ができれば良いと思

う。

B
再開発ビルの形態や意匠に関し、足柄上地区の玄関口である駅前の施設として魅力的に感じられ、長期的に賑わい

や活力を生み出すまちづくりに寄与するよう、頂いた意見について準備組合に伝えさせていただきます。

SDGsなどを政策に掲げている中

で、天然素材の魅力や環境への負荷

を考慮した事業となることを望む。

C
再開発ビルの形態や意匠に関し、足柄上地区の玄関口である駅前の施設として魅力的に感じられ、長期的に賑わい

や活力を生み出すまちづくりに寄与するよう、頂いた意見について準備組合に伝えさせていただきます。

再開発ビルは13階建てではなく、横

に広げることで低層階とし、屋上に

富士山の展望スペースを作るといっ

たことは考えられないか。都心部か

らのアクセスが良いため、マンショ

ンの販売価格が上がったとしても、

富裕層からは魅力的である思う。

C

市街地再開発事業は再開発ビルなど土地の高度利用により新たに生み出された床（保留床）を処分し事業に充てる

仕組みです。当該施行区域は、敷地形状や駅前広場の関係から、施設が建てられる範囲が限られているため、低層

での計画は事業性から難しいと準備組合からは伺っています。

一方で、南街区の屋上に展望スペースを作ることについては検討していると伺っています。

駅前開発は必要だと思うが再開発ビ

ルは美観のために７階建て程度が良

い。商業施設は北街区に集約し、南

街区は公益施設のみとし２階建てに

すれば建設費用が削減できるのでは

ないか。

C
建物の規模については現在検討中であり、都市計画決定後に行う基本設計の中で全体の事業性や収支バランス、意

見等を考慮し、階数や配置などの詳細を決めていくこととなります。

松田町は歴史ある町である。町の魅

力を考える上で単に新しさや機能

性、利便性を求めるだけではなく、

町の特色を考慮した再開発事業を行

うべきである。本計画のような規模

の再開発は再考すべきである。

C 頂いた意見については、準備組合と共有しながら、今後のまちづくりの計画等の参考にさせていただきます。
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便利になるのは大事だが再開発は小

規模でよい。
D

小規模でも町の費用負担は大きく変わらないため、将来像を考慮した際に現計画の規模が適当であると考えていま

す。

本再開発事業を進めるうえでのデメ

リットは。
D

町としては費用負担があること、また事務手続き等に時間を要することがデメリットと考えられます。

地権者の方にとっては移転が伴うことやマンションの管理費が掛かることなどが今までの個人所有とは異なりま

す。

人口減少の中、商業施設の再開発に

利点がどこにあるのか。環境が損な

われる土地開発については慎重にな

る必要があり、現状の交通の利便

性、施設、商店等に関し、新しい建

設は不要なのではないかと考える。

松田町にとって何が必要かをよく考

えて欲しい。

D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺地域は老朽化し耐震性に懸

念のある建物が多く存在するため、防災上の課題も生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに定住

者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しています。

施行区域の変更理由を公表してほし

い。

また、区域の変更の余地はないのか

D

施行区域は、準備組合において事業の採算性等に関して慎重に検討を重ね総合的に判断した結果、現在の区域にお

ける都市計画決定の要請があったものです。町は新松田駅周辺整備基本構想・基本計画や総合計画などの上位計画

との整合を踏まえ準備組合の意見を尊重し都市計画決定を行います。

都市計画決定の理由書の最後に「高

層住宅の整備」という文言が突然出

てくるが、整備の理由が書かれてい

ない。

D

市街地再開発事業の理由書内において、古くから商店街や住宅が形成されており、それら建物の老朽化が進行して

いること、今後は土地の高度利用による都市機能の充実や良好な市街地形成を図っていくことについて言及してい

ます。

本事業は歩道空間の確保、駅前広

場、見通しのよい道路や交差点の整

備を行えば十分であると考える。

D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺地域は老朽化し耐震性に懸

念のある建物が多く存在するため、防災上の課題も生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに定住

者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しています。

事業に係る資料では再開発事業にお

けるメリットが強調されているが、

道路事業、土地区画整理事業でのメ

リットはないのか。

D

道路事業は道路だけを整備する手法です。道路拡幅に係る土地所有者の土地を買収し、補償を行う事業であるた

め、一部でも土地の買収が難航した場合、道路整備が進まないというデメリットがある一方で、道路区域以外へは

何ら影響が生じない事業です。

土地区画整理事業は、その区域内の土地所有者から少しづつ土地を提供（減歩）していただいた部分を活用し、道

路等の整備と、一部を売却することで事業費を賄う仕組みであり、土地所有者は事業前とほぼ同じ場所で生活がで

きる事業です。しかし、本事業では駅前地区という特性や既存建物の立地状況から、土地の提供(減歩）の同意取

得は非常に困難であると判断しています。

それぞれの整備手法について、比較検討した結果、市街地再開発事業が最も適しているとの判断に至っています。

市街地再開発事業という手法での施

行は決定事項か。いつ、何をもって

決定されたのか。今現在でも変更は

可能なのか。

D

再開発事業の施行が決定されるのは、再開発組合（本組合）の設立が認可された時点となります。それまでは地権

者で組織された再開発準備組合という任意団体が行っているため、場合によっては再開発事業を断念することもあ

ります。しかし、都市計画の決定を行うとその区域は、都市計画法上、再開発事業が計画された地区となり、その

都市計画の変更や廃止をしない限りは施行区域として存在し続けることとなります。

本事業により歩行者の安全性、快適

性への課題が解決すると思えない。
D

現況は歩車分離がされていないことから、安全な歩行空間を確保するため歩道の整備を検討しています。また、課

題の解消に向け神奈川県警と協議の上、ペデストリアンデッキの整備を検討しています。

現計画には反対だが道路拡幅は必要

だと思う。
D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺の地域では老朽化し耐震性

に懸念のある建物も多く存在するため、防災上の課題を生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに

定住者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しています。
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現在ある横断歩道は残してほしい。 D
警察との協議の結果、安全性の確保を目的とし、ペデストリアンデッキを利用した移動を主としたため、現在の計

画案となっています。

本事業に対して、町民として大きな

期待を寄せているが、計画における

バリアフリー化の視点が不十分でな

いかと懸念している。バリアフリー

法を遵守し、全ての公共空間や商業

施設においてユニバーサルデザイン

の考えを反映させた整備をしてほし

い。

B
今後の詳細な施設計画において、バリアフリーを考慮したものとなるよう、準備組合に対し頂いた意見について伝

えさせていただきます。

資料に「美しい自然と良好な都市環

境」とあるが、本事業は大きなコン

クリートの建物が増えるだけで相反

している。

C
松田町の美しい自然があり、さらに再開発により良好な都市環境が整備されることにより、賑わいが生まれ、耐

震・防災性の優れた複合施設の整備がされた町民・来訪者が集う駅前環境を目指します。

レトロな松田の風景を生かしたまち

づくりを望む。
C

再開発ビルの形態や意匠に関し、足柄上地区の玄関口である駅前の施設として魅力的に感じられ長期的に賑わいや

活力を生み出すまちづくりに寄与するよう、頂いた意見について準備組合に伝えさせていただきます。

現在は新松田駅から出ると空がある

が、本事業により目の前に高いマン

ションが立ちはだかる状況は受け入

れがたい。

D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺地域は老朽化し耐震性に懸

念のある建物が多く存在するため、防災上の課題も生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに定住

者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しており、マンションも必要なものと考えています。

景観保全のため、駅前に高層マン

ションを建ててほしくない。松田の

良さである自然を生かして安全・安

心なまちづくりをしてほしい。

C

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺地域は老朽化し耐震性に懸

念のある建物が多く存在するため、防災上の課題も生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに定住

者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しており、マンションも必要なものと考えています。

再開発ビルが景観に配慮した形態や意匠になるよう頂いた意見について、準備組合に伝えさせていただきます。

松田町は豊かな自然があることが魅

力だと思っているが、高層マンショ

ンが建つことで景観等の穏やかな町

の魅力を失うことになり、本事業を

進めるメリットがあるのか疑問であ

る。マンションや商業施設の建設に

より人口増加するとの考えにも疑問

がある。

C

都市計画法によって定められた地域区分のうち、新松田駅北口地区の大半は、商業地域であり利便性や経済活動が

重視され、土地の高度利用の促進や高層の建物も建築が可能な用途地域となっています。

準備組合から提案されたマンションは、周辺で自然環境が楽しめ、駅直近で交通利便性も高く、階下には子育て支

援施設やスーパーマーケット等の利便施設が計画されることから、マンションライフの需要を想定しており、今ま

で松田町内にマンションがないことからニーズも高いと聞いています。頂いた意見は、準備組合に伝えさせていた

だきます。

本事業における高層ビルの建設には

反対である。駅前から望む自然風景

を壊さないでほしい。

C

駅前から望む景観について、再開発ビルにより景観に変化が生じることが想定されますが、現在の計画では南街区

に新たな眺望スペースが設置されるなど、これまでに見えなかった景観を楽しむことができ、町民や来訪者にとっ

ての新たな憩いの場となることも考えられます。

駅前のマンション建設は、松田町の

持つ素朴な美しさを全く感じさせな

い、どこにでもあるものに変えてし

まうため、本計画には反対である。

C

準備組合から提案されたマンションは、周辺で自然環境が楽しめ、駅直近で交通利便性も高く、階下には子育て支

援施設やスーパーマーケット等の利便施設が計画されることから、マンションライフの需要を想定しており、今ま

で松田町内にマンションがないことからニーズも高いと聞いています。頂いた意見は、準備組合に伝えさせていた

だきます。

再開発ビルにより富士山や松田山の

桜といった自然が見えなくなってし

まうことを町民全員に知ってほし

い。

C

再開発事業は都市計画決定後、本組合の設立や権利変換計画の認可を経て着工する事業であり、それぞれの段階ご

とに計画内容について地権者の同意を得て進めていくこととなります。平成31年3月に策定した基本構想・基本計

画に基づく事業コンセプトで計画されるよう準備組合、再開発組合に助言していきます。

本事業によって松田町の良い景観が

失われてしまう。
C

松田町まちづくり条例第4条の開発事業の基準の中で、建築物その他工作物の位置、色彩、意匠、形態は、周囲の

まちなみ及び自然景観に調和したものとするとあり、再開発の計画において条例を遵守するよう準備組合、組合に

助言していきます。

本事業は自然と調和した計画となっ

ておらず、計画書には「足柄上地区

にふさわしい魅力ある街並みを形成

するため、 建築物等の形態又は色

彩その他の意匠の制限を定める」と

あるが、町は景観に関する明確な考

えを持っていない。

C

松田町まちづくり条例第4条の開発事業の基準の中で、建築物その他工作物の位置、色彩、意匠、形態は、周囲の

まちなみ及び自然景観に調和したものとするとあり、再開発の計画において条例を遵守するよう準備組合、組合に

助言していきます。頂いた意見は地域の自然環境への配慮に関する意見として、準備組合に伝えさせていただきま

す。
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松田町は自然が豊かで景観が良い特

徴があるが、高層ビルにより落ち着

や佇まい、駅前の視界が損なわれる

と思うため、事業には反対である。

C

再開発ビルにより景観に変化が生じることが想定されますが、現在の計画では南街区に新たな眺望スペースが設置

されるなど、これまでに見えなかった景観を楽しむことができ、町民や来訪者にとっての新たな憩いの場となるこ

とも考えられます。頂いた意見は地域の自然環境や景観への配慮に関する意見として、準備組合に伝えさせていた

だきます。

再開発ビルにより駅前の景観が乱さ

れることで自然を求めてくる人々に

よる賑わいを失ってしまうと考え

る。

C
自然環境を求めて来訪される方等にも利便性が高く、良好な駅前環境を目指し、施設の意匠においても景観等に配

慮した事業となるよう頂いた意見は、準備組合に伝えさせていただきます。

用

途

地

域

松田町は元々風が通る町である。再

開発ビルによるビル風や、日照の問

題、コンクリートによる気温上昇が

心配である。

C 再開発ビル建設による環境への影響について設計時に検証し、適切な対策を講ずるものと伺っています。

用

途

地

域

本事業に伴い日影やビル風に関して

住環境の大幅な悪化が予想される。

不動産業者の予測はあてにならな

い。

C

条例による日影緩和を再開発区域北側の鉄道事業の用に供される土地に対して行う予定ですが、鉄道敷地以外の土

地に対する緩和は計画していません。また、再開発ビルを起因とする環境の変化について、松田町まちづくり条例

第4条の開発事業の基準の中で、建築物その他工作物の位置、色彩、意匠、形態は、周囲のまちなみ及び自然景観

に調和したものとすると規定されており、再開発の計画において当該条例を遵守するよう準備組合、組合に助言し

ていきます。頂いた意見は地域の住環境への配慮に関する意見として、準備組合に伝えさせていただきます。

マンションが賃貸や民泊になった場

合、外国人が増えて治安が悪化する

と考える。再開発事業を行うことで

危険になる未来も想定して進める必

要がある。

将来的に子ども達に負債を残さない

ために、県との法定縦覧前に全町民

の声に耳を傾けて再開発事業への見

直しをしてほしい。

C

再開発事業は地権者で組織される再開発組合が行っていく事業で、町はこの開発が公共性がある事業として、組合

に対し国、県とともに補助金等の助成を行っていきます。民泊については準備組合の中で一つのアイデアとして事

業協力者より提案があったものと伺っています。ただこれを実現していく上では様々な課題があることは認識して

おり、あくまで検討案の選択肢段階であることから、今後町民の意見にも配慮しながら慎重に検証を進めるよう準

備組合、組合に助言していきます。

民泊可とするマンションは居住者に

とって迷惑と考える。
C

準備組合からは、民泊は一つのアイデアとして事業協力者より提案があったものと伺っています。ただこれを実現

していく上では様々な課題があることは認識しており、あくまで検討案の選択肢段階であることから、今後町民の

意見にも配慮しながら慎重に検証を進めるよう準備組合、組合に助言していきます。

県道711号JRガード下付近にごみが

多く、駅前人口が増えるとより悪化

する可能性があり、対策を考えてほ

しい。

D 県道711号JRガード下のごみ対策については、引き続き町において対応を進めて参ります。

松田町まちづくり条例に「良好な自

然環境と快適な生活環境は末永く保

全・確保されるべきもの」となって

おり、そのことを忘れないでほし

い。

C
頂いた意見の趣旨を踏まえ、安全で快適な道路交通環境や防災性の向上、魅力と活力のある商業拠点の形成を目指

し、都市計画手続きを進めていきます。

再開発による住宅施設や商業施設に

ついて、町は保有しないとのことだ

が、その結果、民営・民泊につな

がってしまうのではないかと考え

る。

D

再開発事業では、権利者が取得した住宅、店舗以外の住宅施設や商業・業務施設は、保留床として売却します。マ

ンションについては参加組合員に売却し、参加組合員が一般に分譲していきます。また商業・業務施設は第３者に

売却し、床の取得者がテナント等に賃借していくこととなります。準備組合からは、民泊は一つのアイデアとして

事業協力者より提案があったものと伺っています。ただこれを実現していく上では様々な課題があることは認識し

ており、あくまで検討案の選択肢段階であることから、今後町民の意見にも配慮しながら慎重に検証を進めるよう

準備組合、組合に助言していきます。

本事業により周辺環境が悪化するこ

とは町役場も知っているはずだが、

説明会では黙っていた。

今回、再開発ビル北側の日影規制を

町は密かに解除した。土地に係る建

築規制の解除は事前に近隣住民には

周知されるものである。

土地規制に係る委員会の公益性が機

能していないと思われる。

D

条例による日影緩和を再開発区域北側の鉄道事業の用に供される土地に対して行う予定ですが、鉄道敷地以外の土

地に対する緩和は計画していません。また、再開発ビルを起因とする環境の変化について、松田町まちづくり条例

第4条の開発事業の基準の中で、建築物その他工作物の位置、色彩、意匠、形態は、周囲のまちなみ及び自然景観

に調和したものとすると規定されており、再開発の計画において当該条例を遵守するよう準備組合、組合に助言し

ていきます。頂いた意見は地域の住環境への配慮に関する意見として、準備組合に伝えさせていただきます。

本事業によってできたマンションに

空室が多い場合、防犯面から不安が

ある。松田町の規模にあった駅前開

発であってほしい。

D
マンションについて、空家が多いといった状態とならないよう準備組合には頂いた意見を伝えさせていただきま

す。
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本計画において、再開発区域内には

高齢の住民が多く、引越しなどの負

担が大きいことを考えているのか。

B
再開発事業は段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていくものです。個々の地権者とよく協議をし進めるよう

準備組合、再開発組合に助言して参ります。

松田町において本計画の規模の再開

発事業を実施することは現実的では

ない。町民全員が本事業の内容を理

解して賛同しているわけではないと

感じている。

町は、苦労して建てた家を取り壊さ

れ、安定していた生活ができなくな

ることなど、長年住み続けている町

民の立場に立って考えていないと感

じている。

B
再開発事業は段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていくものです。個々の地権者とよく協議をし進めるよう

準備組合、再開発組合に助言して参ります。

地権者として、本事業を行えば生活

が成り立たなくなるので賛同できな

い。

B
再開発事業は段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていくものです。個々の地権者とよく協議をし進めるよう

準備組合、再開発組合に助言して参ります。

松田町は個人の財産権・居住権は認

めないのか。
D

再開発事業は段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていくものです。個々の地権者とよく協議をし進めるよう

準備組合、再開発組合に助言して参ります。

新松田駅北口の改良は喫緊の課題と

されてきたが、私有財産の権利移動

を伴う再開発事業は、 直接影響を

受ける権利者の協力は得難く、地権

者の意向を無視して、再開発組合を

本年秋に設立し、強制執行により事

業を進めることは認められない。

B
再開発事業は段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていくものです。個々の地権者とよく協議をし進めるよう

準備組合、再開発組合に助言して参ります。

反対地権者に十分な補償ができない

のはなぜか。
D

各権利者への補償については、組合設立後に、国の定める基準に基づき組合で決議した補償基準により、公平性・

客観性をもって補償費の算定を行います。地権者の方によっては十分ではないと感じる方もいらっしゃると思われ

ますが、個々の地権者とよく協議をし進めるよう準備組合、再開発組合に助言して参ります。

反対者の意見及び納得させる対策を

教えてください
D

再開発事業は段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていくものです。個々の地権者とよく協議をし進めるよう

準備組合、再開発組合に助言して参ります。

地権者に反対者がいても、無理やり

推し進めるのか。
D

再開発事業は段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていくものです。個々の地権者とよく協議をし進めるよう

準備組合、再開発組合に助言して参ります。

再開発事業により住み慣れた場所を

追われることになるのは納得ができ

ない。

B
再開発事業は段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていくものです。個々の地権者とよく協議をし進めるよう

準備組合、再開発組合に助言して参ります。

地権者への補償に関する説明が曖昧

である。
B

各権利者への補償については、組合設立後に、国の定める基準に基づき組合で決議した補償基準により、公平性・

客観性をもって補償費の算定を行います。地権者の方によっては十分ではないと感じる方もいらっしゃると思われ

ますが、個々の地権者とよく協議をし進めるよう準備組合、再開発組合に助言して参ります。

反対地権者の意見は取り上げてもら

えないのか。
B 本事業に賛成・反対であるとを問わず、関係人から広く意見を伺い、検討していきます。

松田町に住み続けたい、働き続けた

い住民やその周辺の方々の意見に対

して町はどのように考えているか。

D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺の地域では老朽化し耐震性

に懸念のある建物も多く存在するため、防災上の課題を生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに

定住者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しています。

再開発事業は段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていくものです。個々の地権者とよく協議をし進めるよう

準備組合、再開発組合に助言して参ります。

駅周辺で現に商売をして生活されて

いる方々の暮らしが犠牲になるよう

なことはあってはならない。

B
再開発事業は段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていくものです。個々の地権者とよく協議をし進めるよう

準備組合、再開発組合に助言して参ります。

地権者への補償は充分なものとなっ

ているのか、合意の上で進んでいる

のか。

D

各権利者への補償については、組合設立後に、国の定める基準に基づき組合で決議した補償基準により、公平性・

客観性をもって補償費の算定を行います。地権者の方によっては十分ではないと感じる方もいらっしゃると思われ

ますが、個々の地権者とよく協議をし進めるよう準備組合、再開発組合に助言して参ります。

本事業に伴う高齢者の引越しは精神

的体力的に無理である。
B

再開発事業は段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていくものです。個々の地権者とよく協議をし進めるよう

準備組合、再開発組合に助言して参ります。

そ

の

他

そ

の

他

そ

の

他

17 / 28 ページ



準備組合の中で多数決で現在の計画

エリアに決まったが、実際に住んで

いる人の生活や人生について多数決

で決定されるのは納得できない。

D
再開発事業は段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていくものです。個々の地権者とよく協議をし進めるよう

準備組合、再開発組合に助言して参ります。

強制撤去はできないため、施行区域

内に居住している地権者と今後きち

んと話し合うと言われたがその後の

話がない。

C
再開発事業は段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていくものです。個々の地権者とよく協議をし進めるよう

準備組合、再開発組合に助言して参ります。

補償については等価交換では十分な配

慮がなされているとは言えない
D

各権利者への補償については、組合設立後に、国の定める基準に基づき組合で決議した補償基準により、公平性・

客観性をもって補償費の算定を行います。このことから、地権者の方によっては十分ではないと感じる方もいらっ

しゃると思われますので、個々の地権者とよく協議をし進めるよう準備組合、再開発組合に助言して参ります。

地権者全員が納得した再開発として

ほしい。町民の分断は避けたい。
C

再開発事業は段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていくものです。個々の地権者とよく協議をし進めるよう

準備組合、再開発組合に助言して参ります。

本事業には地権者全員の協力が不可

欠である。松田町の未来のために全

員が最大限考えて実行しなければ事

業は実現できない。

C
再開発事業は段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていくものです。個々の地権者とよく協議をし進めるよう

準備組合、再開発組合に助言して参ります。

再開発地域に住み続けたい住民への

十分な補償がない。

再開発によって転居が必要な者に対

しては、無償で同面積の住居を提供

すべきである。

D

各権利者への補償については、組合設立後に、国の定める基準に基づき組合で決議した補償基準により、公平性・

客観性をもって補償費の算定を行います。このことから、地権者の方によっては十分ではないと感じる方もいらっ

しゃると思われますので、個々の地権者とよく協議をし進めるよう準備組合、再開発組合に助言して参ります。

市街地再開発事業は、事業に反対の

地権者がいても計画区域内の権利者

の３分の２以上、同所有面積の３分

の２以上の所有者の同意があれば施

行可能な制度となっているが、自己

資産評価額が少額なため生活が成り

立たなくなる方や十分な権利床を持

てない地権者を切り捨てるのか。

B
再開発事業は段階ごとに地権者の同意を得て事業を進めていくものです。個々の地権者とよく協議をし進めるよう

準備組合、再開発組合に助言して参ります。

大きな建物を作るよりも、将来の見

通しが立つ持続可能な事業をしてほ

しい。

D
現在の再開発事業計画案は町の将来を考えて、準備組合にて作成されています。計画の詳細については今後準備組

合で検討し、持続可能なものとなるよう町としても助言して参ります。

本事業に伴う町の借金が町民に負担

として掛かるのではないか。
D

町が負担する費用については一部起債（町債）となりますが、税収増等により将来回収できる見込みです。また、

再開発事業に係る費用捻出のために税率を上げるといった措置は考えておらず、税額が上がることはありません。

本事業が成功しなかった時にどれだ

けの負担が生じるのか公表すべきで

ある。

D

再開発ビルの建設に関しては、町は補助金を拠出しますが、原則は組合員のうち、事業協力者が全額費用を負担

し、マンション等を売却することで投下資金を回収する仕組みとなっています。そのため、マンションやテナント

への入居が十分でなかったとしても、町が追加で費用負担をすることはなく、町民や地権者の方の負担が増えるこ

とはありません。

町負担で設置予定の新松田駅の改札

数を教えてほしい。また維持費は誰

が負担するのか。

D
現在は新松田駅北口橋上改札の設置について小田急さんと協議中で、改札数などの詳細については現在未定となっ

ています。今後の具体的な協議により改札数や維持費について決めていくこととなります。

再開発ビルの維持管理費には町負担

がないのであれば管理組合と覚書を

交わしておくべきである。

D

公益施設については町所有となるため、維持管理費について町の費用負担が発生します。また、町も再開発ビルの

床の一所有者としてビルの管理組合員となるため、そちらの費用負担も発生しますが、費用については今後協議し

ていきます。

町が作った当初の事業計画に係る資

料の総事業費150億円というは間違

いであったのか。

D
当初の計画案から規模・内容を修正したものが現在の計画案であること、また物価上昇等による影響も踏まえ事業

費を変更しています。

借金だらけの町を誰が担うのか。 D
本事業に係る借入金は、25年かけて完済する予定です。返済金は、新たな民間施設や転入者による税収増や国から

の交付税により賄われる見込みですので、新たな税負担はありません。

財政力指数が低いうえ、税収減、歳

出増加が予測できる状況で「財務的

にまったく心配していない」根拠を

提示してほしい。

D

神奈川県内における松田町の財政力指数の状況は下位に位置していますが、全国的には平均以上となっています。

人口と産業構造が近い類似団体の中では基礎的財政収支・経常収支比率・実質公債費比率などの財務指標がいずれ

も中位から上位に位置していること、また町の将来財政推計は、毎年度作成して議会にも報告しており、財政的に

問題がないことを確認しています。また、町が支出する費用は再開発事業による税収増で回収できる見込みとなっ

ています。
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資金計画はマンション住民やテナン

トが予定どおりに入居したケースを

想定した数字であり、そうでないこ

とを想定した数字を示していくべき

ではないか。

D

再開発事業に係る資金は補助金を除き、参加組合員（事業協力者）等によって供出されます。

ビルが完成する前に床を売って事業資金に投入するものではないため、マンションの売買は資金計画には関係あり

ません。

あくまで、床の売却状況は、再開発事業の完了後、参加組合員（事業協力者）等が投下した資金をどこまで回収で

きるかにのみ関係するため、床の売却状況は事業の成否に影響ありません。

自治体として破綻しないよう身の丈

に合った再開発を望む。
D

再開発事業は、地権者で組織される再開発組合が主体となり施行する事業で、整備される住宅施設や商業施設は権

利者や民間事業者が取得・保有するため、町は所有者にはなりません。そのため、将来に渡って住宅（マンショ

ン）やテナントが埋まらなかった、又は途中で退去した場合であっても、町が税金等で負担することはありませ

ん。再開発における町の維持管理に関するコストについては、駅前広場や道路などの公共施設の維持管理費が考え

られますが、他町道と同様に町道維持管理計画に組み込んで管理することとなります。

事業の採算性や将来の町の維持管理

コストについて町としてはどのよう

に考え、今後どう対応していくの

か。

D

再開発事業は、地権者で組織される再開発組合が主体となり施行する事業で、整備される住宅施設や商業施設は権

利者や民間事業者が取得・保有するので町は所有者にはなりません。そのため、将来に渡って住宅（マンション）

やテナントが埋まらなかった、又は途中で退去した場合であっても、町が税金等で負担することはありません。再

開発における町の維持管理に関するコストについては、駅前広場や道路などの公共施設の維持管理費が考えられま

すが、他町道と同様に町道維持管理計画に組み込んで管理することとなります。

最悪の場合に町民に掛かる負担を明

確にしてほしい。
D

再開発ビルの建設に関しては、町は補助金を拠出しますが、原則は組合員のうち、事業協力者が全額費用を負担

し、マンション等を売却することで投下資金を回収する仕組みとなっています。そのため、マンションやテナント

への入居が十分でなかったとしても、町が追加で費用負担をすることはなく、町民や地権者の方の負担が増えるこ

とはありません。

町負担額が微増で済むと言うが、具

体的な方策、数値を示してほしい。
D

広報特別号の4頁にあるように、道路事業での駅前広場整備費と再開発事業での町負担額を比較した場合、再開発

事業では全体事業費が約95億円増えた場合であっても、町の負担は約5億円の増にとどまると試算しています。

建物を建設しても、採算が取れなく

なってしまうことが恐い。
D

再開発事業は収支のバランスが取れて成立する事業であり、都市計画が決定した後に事業を進めていく中で、組合

設立認可に向けた事業計画作成の段階で、事業の採算性についても検討し、成立の見込みが立たなければ神奈川県

から認可を受けることができないものとなります。

ロマンスカーも停まらない新松田駅

前に総事業費150億円が掛かる高層

マンションの建設を計画して大丈夫

なのか。本事業には反対する。

D

新松田駅周辺整備事業費は約126.7億円を想定しており、その費用の中には再開発ビルの他、駅前広場・道路・

デッキの整備費、橋上改札の整備費及び公益施設整備費が含まれています。再開発事業は収支のバランスが取れて

成立する事業であることから、組合設立認可に向けた事業計画作成の段階で、事業の採算性についても検討し、成

立の見込みが立たなければ神奈川県から認可を受けることができないものとなります。

事業比較をしている海老名市は相鉄

線により横浜や都心方面へのアクセ

スが良く、その事業の倍近くも事業

費を掛ける意味が分からないため、

本事業には反対である。

D

比較対象は、本町の状況と類似した小田急さんと単線のJRさんとの乗り換えがある厚木駅であり、小規模な商業施

設と約200戸の住宅が建設され、事業費は新松田駅北口地区の事業費の約70％ですが、自治体の負担額は約31億円

とほぼ同額となっているため比較対象としています。

町議会で予算の見直しがされた際に計

画を一度白紙に戻すべきであった
D

再開発事業の事業計画については、今後、準備組合及び組合及が基本設計、実施設計の各段階ごとに見直しを行っ

ていきますが、町の負担額も変更が生じることが考えられます。この場合、その時点毎の町の財政等を勘案し検討

を行っていくこととなります。町の負担額の変更については、その時点ごとに町民の皆様に説明し、ご理解を得て

参ります。

計画が大きくなり、今後も事業費の増

額が見込まれる
D

再開発事業の事業計画については、今後、準備組合及び組合及が基本設計、実施設計の各段階ごとに見直しを行っ

ていきますが、町の負担額も変更が生じることが考えられます。この場合、その時点毎の町の財政等を勘案し検討

を行っていくこととなります。町の負担額の変更については、その時点ごとに町民の皆様に説明し、ご理解を得て

参ります。

人口増による財政収支は大きなプラス

にはならない
D

本事業における人口増や施設整備に伴う税収等町の収入増、駅前広場や公益施設の整備に伴う行政サービスや施設

の維持管理費の増について試算の結果、収入が支出を上回る結果が出ているため、人口増による税収も重要な要素

と認識しています。

これまでの人口減少傾向から、人口や

税収は現状と大きく変わらない水準に

とどまると考えられる

D

本事業における人口増や施設整備に伴う税収等町の収入増、駅前広場や公益施設の整備に伴う行政サービスや施設

の維持管理費の増等を勘案したところ、収入が支出を上回る試算結果が出ています。

本来であれば人口が減少し、町の収入も減少するところ、現状と変わらない水準が保てるのであれば、事業効果が

あるものと考えています。

駅前開発は長年の町民の願いだが、

120億使っての開発は適切な開発に

は思えない。

D

再開発事業を施行するのは、地権者組織である再開発組合です。また、市街地再開発事業は再開発ビルなど土地の

高度利用により新たに生み出された床（保留床）を処分し事業に充てる仕組みです。現在、総事業費約126.7億円

のうち町の負担は約31億円程となる試算をしています。町の負担は、駅前広場、ペデストリアンデッキ、道路の拡

幅及び子育て支援施設といった公益施設の整備に係るもの、新松田駅北口の橋上改札の設置、再開発ビルの整備費

の一部を補助金として助成するものとなります。

人口減少傾向から、後の世代の負担

を考慮した事業としないと無責任で

ある。

D

事業費における町負担額のうち、起債（借入）については、新たな民間施設に係る固定資産税や国からの交付税を

原資として償還する予定です。町の将来財政推計上、財政破綻や町民サービスの低下を招く心配はありません。ま

た、市街地再開発事業により整備される住宅施設や商業施設は、権利者や民間事業者が取得・保有し、町が保有す

ることはないため、維持管理について町民の負担となることはありません。
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新松田駅北口は道路整備をするだけ

で良い思う。国等から補助金がもら

えても松田町は借金をしなければな

らず、子どもたちに負債を背負わせ

たくない。

D

事業費における町負担額のうち、起債（借入）については、新たな民間施設に係る固定資産税や国からの交付税を

原資として償還する予定です。町の将来財政推計上、財政破綻や町民サービスの低下を招く心配はなく、将来を担

う子どもたちの負担となることもありません。

事業説明会において、本事業に係る

借金は事業後の税収増で返済できる

との回答があったが、完成したマン

ションが家族世帯で満室になる確証

はないのではないか。借金をしてま

で再開発を行う必要はない。

D

税収等における割合は再開発ビルそのものに係る固定資産税が大きな割合を占めるため、将来に渡ってマンション

やテナントが埋まらなかった、又は途中で退去した場合であっても、大きな影響はありません。なお、起債（借

入）の償還には国からの交付税についても原資とします。

松田町は水道管といったインフラ施

設のメンテナンスや防災設備の整備

が喫緊の課題であり、不必要な本事

業等の建設事業は必要ない。

D

インフラ施設の修繕や更新、防災設備の整備の必要性も認識していますが、駅前広場や道路整備についても同様に

喫緊の課題でもあります。そのほか、駅前の賑わいや人口減少対策も含めた町が抱える課題を、当該再開発事業に

より一体的に解消していきたいと考えています。

本事業に伴う借金について、大規模

な災害があった場合は返済が困難と

なり、町民への更なる負担額が増加

すると予想する。町民の負担が増え

るような再開発は必要ない。

D

大規模災害を想定することの重要性は認識しています。事業費における町負担額のうち、起債（借入）について

は、新たな民間施設に係る固定資産税や国からの交付税を原資として償還する予定です。町の将来財政推計上、財

政破綻や町民サービスの低下を招く心配はありません。

経済情勢から事業費は増加傾向にある

と思われ、推進する状況にないのでは
D

試算している総事業費は、現在準備組合にて想定している施設計画案を基に算出されたものです。都市計画決定

後、基本設計の段階で計画を精査し、物価高騰等を踏まえた上での採算性について検討していくものと認識してい

ます。

ペデストリアンデッキの管理は町に

なるか。維持費は年間いくら掛かる

のか。

D
ペデストリアンデッキの道路上の部分の管理については町管理になり、再開発ビルの共用部分については今後設立

される再開発ビルの管理組合と協議を行い維持管理費等の費用負担についても決めていくこととなります。

都会では味わえない松田町の良さを

大切にし、魅力ある便利さを小田急

さん、JRさんと協力してあきらめず

進めてほしい。

C

小田急さん、JRさんの各鉄道事業者とは再開発事業について良好な関係をもって協議を進めています。頂いた意見

の趣旨を踏まえ、引き続き安全で快適な道路交通環境や防災性の向上、魅力と活力のある商業拠点の形成を目指し

て参ります。

小田急さんの２階改札にペデストリ

アンデッキを接続することについて

協議中とのことだが、小田急さんの

協力が得られない状況では現状と変

わらず平面交差することになり不便

さは解消されない。

D
橋上改札の設置については再開発の施行区域外での整備であるため、再開発事業と並行して小田急さんと協議を進

めています。

鉄道事業者との連携は不可欠であ

り、再開発の費用対効果を高めるた

めに小田急さん・JRさん主導で協議

するべきと考える。

C

小田急さん、JRさんの各鉄道事業者とは再開発事業について良好な関係をもって協議を進めています。頂いた意見

の趣旨を踏まえ、引き続き安全で快適な道路交通環境や防災性の向上、魅力と活力のある商業拠点の形成を目指し

て参ります。

本事業では小田急さんとJRさんの乗

り換えに係る改善が期待できないと

判断する。

都市計画決定を行う現時点において

鉄道事業者と合意に至っていないの

は、両社とも事業化はしないという

考えで交渉は失敗していると判断す

る。

D

小田急さん、JRさんの各鉄道事業者とは再開発事業について良好な関係をもって協議を進めています。課題の解決

に向け神奈川県警と協議の上、ペデストリアンデッキの整備を検討しており、デッキと併せて新松田駅北口の橋上

改札を整備することにより最短経路での乗り換えとなり、利便性の向上につながるものと考えます。

鉄道事業者と一緒に松田駅と新松田

駅をつなぐ通路を作ってほしい。
D

新松田駅と松田駅のペデストリアンデッキでの直接接続を検討する場合、御殿場線の線路高を考慮した松田駅の改

良が必要となることから、実現可能な整備方法の検討を行っています。

歩車分離は良いが、新松田駅と松田

駅を直結させ、また改札を通らなく

ても渡れる歩道にすべきである。

D

新松田駅と松田駅のペデストリアンデッキでの直接接続を検討する場合、御殿場線の線路高を考慮した松田駅の改

良が必要となることから、実現可能な整備方法の検討を行っています。また、新松田駅の南北自由通路については

引き続き検討を進めます。

新松田駅南口から松田駅北口まで一

本でつながる自由通路があればよ

い。

C
新松田駅南口と北口を結ぶ自由通路については、再開発事業の施行区域外での事業となりますが、引き続き検討を

進めます。

そ

の

他
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の
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ペデストリアンデッキと小田急さんの

橋上改札との接続に問題がある。

接続可能であることが明確になるまで

は計画を中止すべきである。

D

課題の解決に向け神奈川県警と協議の上、ペデストリアンデッキの整備を検討しています。デッキと併せて新松田

駅北口の橋上改札を整備することにより、最短経路での乗り換えとなることから、交番前の横断歩道の利用者が分

散され交通混雑が緩和されるものと考えています。また、デッキの高さ等の詳細については、都市計画決定後に行

う基本設計及び今後の小田急さんとの協議により決めていくこととなります。

山北町では環境に配慮したイベント

や自然を生かしたイベントが多い一

方で松田町ではそれが少ないと思

う。新しい住宅を作るよりも空家の

リノベーションなどによりあるもの

を活かして自然環境に配慮した計画

を望む。

D

再開発は空家の利活用を行う事業ではありませんが、町の現在の施策として空家・空地バンクの設置や、空家に居

住するために必要な改修に要する経費について補助を行うなど空き家の活用促進に向けた取り組みを行っていま

す。

人口増加策は空家対策を行う方が効

果的だと考える。
D

町の現在の施策として空家・空地バンクの設置や、空家に居住するために必要な改修に要する経費について補助を

行うなど空き家の活用促進に向けた取り組みを行っていますので、引き続き空家対策についても実施していきま

す。

必要のないものが多すぎる。老朽化

したビルや空家問題への対策だけで

も現状より良くなると思う。強引な

やり方ではいずれ松田町から人が流

出してしまう。

D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺の地域では老朽化し耐震性

に懸念のある建物も多く存在するため、防災上の課題を生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに

定住者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しています。

町内に空家が多く存在するにもかか

わらず税金を使いマンションを建て

るなど考えられない。空家を安く利

用できる方法を考えるべきである。

D

再開発事業への補助金はビルのマンション部分ではなく、主に一般の方々が使う再開発ビルの共用部分に対する建

設費を補助対象としています。町の現在の施策として空家・空地バンクの設置や、空家に居住するために必要な改

修に要する経費について補助を行うなど空き家の活用促進に向けた取り組みを行っていますので、引き続き空家対

策についても実施していきます。

定住促進には豊かな自然を宣伝して

若者が空家を利用できるような方法

を考えた方が良いと思う。

D

町の現在の施策として空家・空地バンクの設置や、空家に居住するために必要な改修に要する経費について補助を

行うなど空き家の活用促進に向けた取り組みを行っていますので、引き続き空家対策についても実施していきま

す。

新松田駅から松田小学校までのロマ

ンス通り沿いに空家が多いことへの

対策について取り組んだ方が良い。

D

町では平成28年5月に空家等対策計画を策定し、空家・空地バンクの制度の活用や令和6年6月にさがみ信用金庫・

全国補償（株）と「空家対策に関する協定」を締結するなど、空家予防・空室対策に取り組んでいます。また、当

地区内においても空家が散見されますが、老朽化した建物が多く存在し、都市機能の低下が懸念される状態である

ため、土地の高度利用と都市機能の更新を図り、足柄上郡地区の玄関口としてふさわしい商業・サービス・住宅機

能を集約し、中心市街地の活性化に向けた賑わいの創出を目指すため、市街地再開発事業を施行するものです。

新松田駅南口も中途半端で混雑して

いる。
D 新松田駅南口は道路事業にて整備を進めており、早期完成に向けて順次整備を進めていきます。

新松田駅北口における交通の分散の

ため、南口にバス停を移設する件は

どうなったのか。

D 新松田駅南口は道路事業にて整備を進めており、早期完成に向けて順次整備を進めていきます。

新松田駅と松田駅間の横断歩道の撤

去により、交番前の横断歩道の利用

者が増加し、再開発ビルの利用者に

よる交差点の車両通行量の増加や走

行スピードの上昇により現状以上の

交通渋滞と事故リスクの増大が懸念

される。

D

課題の解決に向け神奈川県警と協議の上、ペデストリアンデッキの整備を検討しています。デッキと併せて新松田

駅北口の橋上改札を整備することにより、最短経路での乗り換えとなることから、交番前の横断歩道の利用者が分

散され交通混雑が緩和されるものと考えています。また、車両の通行に係る法定速度の遵守については、必要に応

じて交通管理者である神奈川県警と協議いたします。

北側地域からの来訪者動線につい

て、県道711号JRガード下の北側か

ら、計画中の商業施設1階へ向かう

来訪者は交番前の横断歩道を通行す

ることになる。駅利用者もこちらを

使う可能性が高くなる。

D

県道711号JRガード下の北側から南街区の商業施設へ向かう場合、スーパーマーケットなど２階以上の店舗へはペ

デストリアンデッキを通行し、１階店舗へは横断歩道の通行を想定しており、利用者が分散され交通混雑が緩和さ

れるものと考えています。

県道711号JRガード下の拡幅が最優

先だと思う。そこが拡幅されないま

ま再開発ビルが完成したら交通が大

変なことになると心配している。

C
安全で快適な駅前広場・道路整備を目指し、都市計画決定の手続きを進めると共に、県道711号JRガード下の拡幅

に関しては、同様の課題を認識しており、町、道路管理者である県とその他関係機関との間で調整しています。

県道711号JRガード下の道路拡幅に

係る交通事業者との調整状況を教え

てほしい。

D
県道711号JRガード下を拡幅するには、通行止めの期間が長くなるなどの課題があるため、市街地再開発事業の進

捗状況を踏まえ、工事が実施可能な方法について、神奈川県と町と関係機関が検討を進めています。

そ

の

他
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駅前が整備されると交通量が増える

が、県道711号JRガード下の拡幅等

の計画が見えず、周辺道路計画が不

十分に思われる。

C
安全で快適な駅前広場・道路整備を目指し、都市計画決定の手続きを進めると共に、県道711号JRガード下の拡幅

に関しては、同様の課題を認識しており、町、道路管理者である県とその他関係機関との間で調整しています。

町内の狭あい道路の整備について

は、どのように考えているか。
D

町内の狭あい道路の改善については、建築基準法において道路後退義務のある箇所においては基本的に建物の建築

時に道路後退し、将来的に４ｍの道路幅員が確保できるよう各地権者と個別協議を実施しています。

まちづくりのコンセプトがブレてい

るように思う。
D

これまでの経緯として、平成25年度に新松田駅北口周辺整備調査を開始し、地元自治会、交通事業者、警察等関係

団体による新松田駅周辺まちづくり協議会における協議を経て、平成31年3月に新松田駅周辺整備基本構想・基本

計画を策定しており、現在は基本構想・基本計画を元にした整備方針、事業コンセプトをもって計画を進めていま

す。

説明会の資料にある過去の町民アン

ケートは、実施時期が平成30年と古

く、実施した母数も少ない。

D

町は町民との意見交換の場として毎年地域ごとに町政懇話会や地域座談会を開催し、意見を伺っています。令和7

年度は6月から8月にかけてタウンミーティングを開催し、その中でもスーパーマーケット等の商業施設が欲しいと

いう声を数多くお寄せいただいています。駅周辺の問題点や課題点は平成30年のアンケート調査時から大きな変化

はないものと考えていますが、頂いた意見は参考にさせていただきます。

駅前とロマンス通りの拡幅のみの再

開発事業には賛成だが、本計画には

反対である。すべての計画が不透明

であり、事業協力者は本当に本開発

のために地域周辺に関して徹底的な

リサーチを行ったのか。

サステナブルな社会を造ることは、

世界共通の事柄だが、50年後やその

先をどう考えているのか。今が良け

ればよいのか。

D

事業協力者は新松田駅周辺地域を調査の上、事業の成立性が見込めることから準備組合へ参画しています。

また、平成31年に町が策定した新松田駅周辺整備基本構想・基本計画においても居住機能の整備が計画されてお

り、今後も足柄上地区の玄関口という立地ポテンシャルを活かしたまちづくりにより、賑わいと活力の創出を目指

すものです。

新松田駅北口周辺整備はもっと早く

完了すると思っていた。是非、この

タイミングを逃さないで早く進めて

ほしい。駅周辺の安全性と利便性の

確保が喫緊の課題であり、商業施設

や交通網が充実すれば住みやすくな

る。

D

意見の主旨を踏まえて、引き続き安全で快適な道路交通環境や防災性の向上、魅力と活力のある利便性の高い新松

田駅北口地区の形成を目指して参ります。

本事業により人や商店のコミュニ

ティが形成され、地域が活性化する

と考える。

D
地域コミュニティの活性化はマンション入居者のみではなく、商業施設や公益施設の利用者も含めた賑わい・交流

の活性化を想定しています。

駅前の再開発に伴って松田町内の不

動産の価値が上がると考える。
D 駅前の道路や商業施設等が整備されることで、周辺の土地の資産価値の上昇が見込まれます。

再開発が行なわれた周辺では、交通

面や生活面における利便性が高ま

り、土地の需要が高まる。

安全性、利便性が高まれば、再開発

ビルの入居者だけでなく松田町内の

一戸建てなどにも越してくる人も増

え、松田町全体の活性化にもつなが

る。

D
町としても駅周辺の利便性・快適性が向上することでマンションのみならず近隣土地の需要の高まり町全体が活性

化することを期待しています。

広報特別号で本事業を知った者も多

いと思うが、今から町民アンケート

を実施し、説明会を開催した上でパ

ブリックコメントを実施するのが本

来の流れではないか。

D

今まで新松田駅周辺地区整備基本構想・基本計画時にパブリックコメントを実施し、その後も広報紙や町ホーム

ページでの周知や地域での説明会、駅周辺事業説明会等を開催してきました。また、準備組合設立後も説明会等を

開催し、町民の皆様への周知を図っています。

今までの実施された事業説明会で出

た意見・質問に対してなぜ町はきち

んと回答しないのか。

D
今までの説明会での意見に対する町の回答は、ホームページでの議事録や広報でよくある意見の回答というような

形で回答しています。

テナントが入らないことへの対策が

なく、多くの自治体でも抱える問題

からの学びがない。

D

テナント等については都市計画決定後の再開発組合設立認可までに見込みを付け、それに合わせ施設計画を検討し

ます。準備組合へはテナントが入る見込みをもって計画を進めるよう助言してまいります。

なお、テナント等が入らなかった場合においても町の負担が増えるということはありません。

生涯学習センターの老朽化対策・体

育館の整備等、優先して行うべきこ

とが他にある。

D 頂いた意見は、各施設管理者に共有し、適切かつ計画的に維持管理を行うよう伝えます。

そ
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大勢の意見を取り入れて本事業の案

を再考すべきである。
D 駅周辺の安全性・利便性・快適性の向上を確保するにあたり、皆様の意見を参考にさせていただきます。

生涯学習センターや健康福祉セン

ターのメンテナンスが必要と考え

る。

D 頂いた意見は、各施設管理者に共有し、計画に基づき適切な維持管理を行います。

何をもって賑わいとするのか、目標

数値を公表してほしい。
D

賑わいの評価については、再開発前と再開発後の歩行者の通行量の比較や商業施設利用者数が考えられます。事業

の詳細が決定する過程で検証していきます。

今年度に実施した交通量調査の結果

を公表してほしい。
C 現在、交通量調査の結果については分析作業をしているところです。結果がまとまり次第公表します。

街並に関して、個性的で魅力ある

“らしさ”の創出とは何か。
D

現状の新松田駅北口周辺は、松田町や足柄上地域の玄関口としての駅前広場や建物の街並みとなっていません。今

後、松田町の魅力ある創出を図るため準備組合・組合と協議しながら松田町らしい魅力的な街並み景観を創出して

いきたいと考えています。

本事業に関する資料は、具体例や数

値を示してわかりやすく説明すべき

である。

C 頂いた意見を踏まえ、今後の説明時には分かりやすい説明を心がけていきます。

計画について、いつも「案である」

という説明だが、いつ確定するの

か。確定したら押し切るつもりなの

か。

D

計画は都市計画決定後、準備組合において組合設立認可までに詳細な内容を決定し、本組合設立後に作成する権利

変換計画書について、県の認可を得た時点で確定します。従いまして、上記の確定がなされるまでは地権者の方々

や関係機関の協議調整を図って計画の検討を行うものとなります。

様々な形で意見を述べてきたがなぜ

民意が反映されないのか。
D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺の地域では老朽化し耐震性

に懸念のある建物も多く存在するため、防災上の課題を生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに

定住者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しています。

現在の計画に賛成の方、反対の方がそれぞれいらっしゃる事は承知しており、様々な意見をいただきながらより良

い形にしていきたいと考えています。

チルドレンファーストと訴えている

が安全が担保されていない。
D

駅前広場整備により、歩車分離がされ安全で快適な道路交通環境が整備されることにより、子供にも安全な駅前広

場となります。また公益施設の整備についても子ども・子育て支援施設の整備を検討しています。

町内に日常生活に必要なスーパー

マーケットの誘致を考えてほしい
D 頂いた意見のように多くの町民が望んでいるスーパーマーケットを再開発で整備する方針です。

駅前だけの道を広げたり、マンショ

ンを建てたりと目の前のことでなく

可能性を広げてほしい。

D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺の地域では老朽化し耐震性

に懸念のある建物も多く存在するため、防災上の課題を生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに

定住者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しています。

小さな町のあり方を大げさな開発で

変えてほしくない。
D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺の地域では老朽化し耐震性

に懸念のある建物も多く存在するため、防災上の課題を生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに

定住者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しています。

課題に対してできるできないを明確

にし、状況まとめ一覧を作成すべ

き。

C 頂いた意見は、今後準備組合に伝えさせていただきます。

雇用の創出とは、具体的な数字を教

えてほしい。
D

雇用の創出についての具体的な数字については、計画が未確定な現段階ではお示しできるものはありません。施設

計画が具体的になった段階でお示ししたいと考えています。

カラフル町屋のような町営住宅を増

やす方が良いと思う。
D

町営住宅では管理費用がかかること、また町所有となるため税収が得られないことなどの財政上の課題が多く、本

計画については、再開発事業による整備を計画しています。

より具体的な事業計画、補償の提示

など納得のいくものを示してほし

い。

D

各権利者の従前資産や補償費等については、都市計画決定後の組合設立認可申請前に、再開発組合からお示しする

内容であるため、現時点でお話しできる内容のものは既に説明しています。

本事業の検討には50年遅い。 D 意見を踏まえ、安全で快適な駅前広場・道路整備を目指して参ります。

そ

の

他
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反対者の意見を無視して計画を進め

ることは強引だと思う。まちづくり

のモットーに「町民の声をカタチ

に」ということを掲げていながら町

民の意見を切り捨て、事業を進めよ

うとしているのはおかしい。

D

開発区域の設定については、平成31年3月に策定した基本構想・基本計画の中で当時の検討区域をお示ししていま

す。また、基本構想・基本計画の策定に当たっては、平成27年より策定までの間、交通事業者、警察、土木事務所

等関係団体の皆様に加え、地元自治会の代表者様にも参加いただいた中で新松田駅周辺地域のまちづくり協議会を

設立し、検討を重ねていただいた上、パブリックコメントを実施し多くの意見をお寄せいただきながら策定してい

ます。基本構想・基本計画の策定後、策定内容を基に地権者の皆様にお集まりいただき、検討会を設立しました。

検討会の中で再開発の仕組みについて熟度を深めていただき、令和5年5月に準備組合が設立され、準備組合内での

事業協力者の選定後、再開発の都市計画決定へ向けて、駅前広場の配置や道路の線形、再開発ビルの事業計画等の

検討を行いました。そして本年6月15日の準備組合通常総会にて、町へ都市計画決定の手続きを進めることについ

ての要望を行うことが承認され、町へ要望書を提出されましたが、この間に駅周辺整備事業についての町民向けの

説明会を4回、地元自治会の説明会を2回開催し、町民の皆様への説明や意見をお寄せいただいています。

反対理由全てに賛同する。 D ご理解いただけるよう検討を重ねてまいります。

地域の再開発事業は、30年~40年位

前に町民の了解の上に計画し、その

後、町民の最終承認を執ると言った

事が事前の流れではないか。本事業

は、昨年７月頃からの話である。

D

開発区域の設定については、平成31年3月に策定した基本構想・基本計画の中で当時の検討区域をお示ししていま

す。また、基本構想・基本計画の策定に当たっては、平成27年より策定までの間、交通事業者、警察、土木事務所

等関係団体の皆様に加え、地元自治会の代表者様にも参加いただいた中で新松田駅周辺地域のまちづくり協議会を

設立し、検討を重ねていただいた上、パブリックコメントを実施し多くの意見をお寄せいただきながら策定してい

ます。基本構想・基本計画の策定後、策定内容を基に地権者の皆様にお集まりいただき、検討会を設立しました。

検討会の中で再開発の仕組みについて熟度を深めていただき、令和5年5月に準備組合が設立され、準備組合内での

事業協力者の選定後、再開発の都市計画決定へ向けて、駅前広場の配置や道路の線形、再開発ビルの事業計画等の

検討を行いました。そして本年6月15日の準備組合通常総会にて、町へ都市計画決定の手続きを進めることについ

ての要望を行うことが承認され、町へ要望書を提出されましたが、この間に駅周辺整備事業についての町民向けの

説明会を4回、地元自治会の説明会を2回開催し、町民の皆様への説明や意見をお寄せいただいています。

本事業後、現在の平日朝の交通規制

はそのままになるのか。
D 朝の交通規制は現状のままとなる予定です。

本事業は補助金ありきで進めるので

はなく、本当に必要なものを妥協な

く精査し創り上げてほしい。

C
再開発事業は、地権者で組織される再開発組合が主体となり行っていく事業ですが、町としても新松田駅周辺整備

基本構想・基本計画を元にした整備方針、事業コンセプトにより整備が進むよう組合に対し指導助言を行います。

数十年前と現在とでは状況は異な

り、本計画は住民の望む内容ではな

いため再考する必要があると思う。

D
数十年前と現在での駅周辺地区での課題と地元の方々が望んでいるまちづくりに関する意向は大きくは変わってい

ないと考えますが、頂いた意見は、今後準備組合に伝えさせていただきます。

計画段階で、何を望んでいるかを広

く町民から聴取し、話し合い等がで

きる開かれた場を作ってほしい。

D

総合計画の策定時に町民アンケートを実施し、最も改善すべき現状に駅周辺が挙げられ、最も整備が必要な事業と

しても新松田駅・松田駅周辺整備という結果となっていますが、駅周辺に求める機能や施設について令和4年度に

もワークショップを2回開催し、多くの意見を伺っています。引き続き安全で快適な道路交通環境や防災性の向

上、魅力と活力のある商業拠点の形成を目指して参ります。

人口が減っても住民が充実して幸せ

な暮らしができる町という方向性を

考えてほしい。

D
再開発事業により、駅前広場の整備とともに定住者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指して

います。

本計画内容は、大規模すぎる上、綿

密なニーズの調査や町民や利用者の

目線が欠けていると感じる。

D 施設計画に関する意見として、準備組合に伝えさせていただきます。

駅周辺は狭い高架下と商店街、踏切

に挟まれていて寄りつきづらいと感

じ、本事業の計画ではその問題がほ

んの一部しか解決されない。

D
頂いた意見の趣旨を踏まえ、引き続き安全で利便性の高い駅前環境の創出と魅力と活力のある商業拠点の形成を目

指して参ります。

少子化の時代に、将来を見据えた計

画であるのか疑問がある。
D

再開発事業のコンセプトの一つとして、中心市街地における定住人口の増加や若年世代等の流入による地域コミュ

ニティの活性化など持続可能なコミュニティ形成としての住宅施設の整備を目指しています。

開発の規模が大きすぎる。利用でき

る建物は利用するようにしたい。
D 施設計画に関する意見として、準備組合に伝えさせていただきます。

開発後の収益性を高めるために駅を

利用している住民の目線からニーズ

を第一に考えて本事業について再考

してほしい。

D 駅の利用者の目線も考慮し、検討を重ねて参ります。

そ

の

他
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町民が収めた税金は町民のために使

われるべきであり、町民の意見を無

視し、町民ではなくマンションへの

入居者を優先する事業は公共事業と

は言わない。

D

本事業については公共事業ではなく、第一種市街地再開発事業ということで、地権者からなる組合施行での整備と

なります。

皆様から頂戴した意見も参考に事業を進めて行くよう準備組合に伝えさせていただきます。

９月町長選挙に向けた見映えの良い

点のみ強調した計画のように感じ

る。

D
平成31年3月に策定した新松田駅周辺整備基本構想・基本計画において再開発事業としての整備方針が示され、当

再開発事業を進めています。

事業協力者として（株）マリモを選

定した経緯、透明性を教えてほし

い。

D 準備組合内にて事業協力者の決定まで理事会を計14回と臨時総会を開催し審議の上で決定しています。

無意味な開発計画を白紙に戻してほ

しい。
D

平成31年3月に策定した新松田駅周辺整備基本構想・基本計画において再開発事業としての整備方針が示され、当

再開発事業を進めています。

計画の縮小案を提示したが回答がな

い。
D

駅前広場及び、一般車・バス・タクシー乗降場等の施設数の検討に当たっては、交通事業者へのヒアリング内容な

どを踏まえて必要台数を算定の上、交通管理者である神奈川県警との協議を行い現在の計画としており、検討内容

をもって整備を進めていきます。

再開発に関する情報は重要であるの

になぜ町内放送を使わないのか。
D 放送での周知の基準について、庁内での検討への参考意見とさせていただきます。

駅舎や線路は今のままで良いと考え

る。
D 頂いた意見の趣旨を踏まえ、引き続き安全で快適な駅前広場の整備を目指して参ります。

町民への説明や情報提供が十分に行わ

れていない。

広報発表からパブコメ提出期限までが

短い。

D

開発区域の設定については、平成31年3月に策定した基本構想・基本計画の中で当時の検討区域をお示ししていま

す。また、基本構想・基本計画の策定にあたっては、平成27年より策定までの間、交通事業者、警察、土木事務所

等関係団体の皆様に加え、地元自治会の代表者様にも参加いただいた中で新松田駅周辺地域のまちづくり協議会を

設立し、検討を重ねていただいた上、パブリックコメントを実施し多くの意見をお寄せいただきながら策定してい

ます。基本構想・基本計画の策定後、策定内容を基に地権者の皆様にお集まりいただき、検討会を設立しました。

検討会の中で再開発の仕組みについて熟度を深めていただき、令和5年5月に準備組合が設立され、準備組合内での

事業協力者の選定後、再開発の都市計画決定へ向けて、駅前広場の配置や道路の線形、再開発ビルの事業計画等の

検討を行いました。そして本年6月15日の準備組合通常総会にて、町へ都市計画決定の手続きを進めることについ

ての要望を行うことが承認され、町へ要望書を提出されましたが、この間に駅周辺整備事業についての町民向けの

説明会を4回、地元自治会の説明会を2回開催し、町民の皆様への説明や意見をお寄せいただいています。

なお、パブリックコメントの実施については７月１日発行の広報まつだに掲載しており、７月16日の実施から30日

間を確保しています。

事業協力者及び委託業者との契約内容

を教えて欲しい
D

㈱マリモは本事業に係る事業協力者として、再開発準備組合と協定書を締結して市街地再開発事業に参画してお

り、町との契約関係はありません。協定により、準備組合から事業協力に係る対価の支払い等はなく、都市計画決

定後において㈱マリモは事業用資金の立替えに協力することとなります。

また、㈱トーニチコンサルタント及び㈱アイテック計画は町の委託業者です。

㈱トーニチコンサルタントは、本事業に係る新松田駅周辺地域の基本設計や現況交通量調査といった業務を行って

います。

㈱アイテック計画は、準備組合の活動支援や本事業に係る基本計画・都市計画案の作成、関係機関協議といった業

務を行っています。

事業協力者及び委託業者との契約状況

を教えて欲しい
D

本事業の事業主体は、今後地権者で組織される市街地再開発組合となります。また、㈱マリモ等の民間企業が参加

組合員として事業資金の負担や技術支援を行い事業を施行します。市街地再開発組合がまだ設立されていない現時

点において契約等決定しているものはありません。

都市計画審議会議事録の公表までに時

間を要した理由は何か
D

都市計画審議会の議事録は、詳細な議事録と議事概要を作成した後、内部決裁や審議会による内容確認といった事

務処理を経て公表をしています。公表までに一定の期間を要することについて、ご理解くださるようお願いしま

す。

要請書提出者のうち何名が準備組合員

か、また該当者の記号を示してほしい
D

要請書は公表を前提として提出いただいたものではなく、個人情報保護の観点を踏まえ、要旨一覧における準備組

合員の人数や準備組合員である者の記号等の情報を公開する予定はありません。

都市計画審議会に関する内容が町ホー

ムページの新着情報に掲載されていな

い理由は

D

都市計画審議会は新松田駅周辺事業に特化した附属機関ではないため、開催等に関して新松田駅周辺事業に係る

ページの新着情報には掲載しておりません。

これまでは傍聴対象としていなかったことなどから町ホームページには掲載しておりませんでしたが、令和7年度第

2回都市計画審議会からはまちづくり課のページ及びトップページの新着情報にも掲載することとしました。な

お、開催案内については広報まつだに掲載し、周知をしています。

「新松田駅北口都市開発150億円」等の

記載がされたチラシについて、対応状

況を公表してほしい

D

当該チラシには発行元の記載がなく、記載内容の一部に事実と異なる内容が含まれていたことで、町に対する多数

の問合せの対応に時間を要したことから、警察への相談を行いました。

本年6月に開催した事業説明会において、発行者の方から名乗り出ていただいたものの、不特定多数の個人宅等に

ポスティングなされた結果に対する問題解消には至っていないことから町公式サイトで掲載しています。

そ

の

他
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広報まつだ特別号表紙の絵が同日発行

の本山ひろゆき通信に出典名なしに勝

手に使用されているのは公私混同では

ないか

D

使用されているデータは令和7年7月26日実施の「新松田駅北口地区市街地再開発事業説明会」で配布された資料中

のイメージ図であり、説明会資料は町公式サイトにもデータを掲載しています。当該イメージ図等に関しては、松

田町ホームページコンテンツの使用申請がなされ、許可しています。なお、出典の記載については、使用条件とし

ていません。

駅前再開発は、歩道整備で交通安全

を進める、スーパーマーケット等の

誘致、松田駅と新松田駅間の乗換え

の利便性を良くするといった３点が

目標であるが、本計画は地権者、

町、不動産会社が結託した住人の追

い出し計画である。

D

新松田駅周辺整備については平成31年3月に基本構想・基本計画を策定しましたが、平成27年より策定までの間、

交通事業者、警察、土木事務所等関係団体の皆様に加え、地元自治会の代表者様にも参加いただいた中で新松田駅

周辺地域のまちづくり協議会を設立し、検討を重ねていただいた上、パブリックコメントを実施し多くの意見をお

寄せいただきながら策定しています。基本構想・基本計画の策定後、策定内容を基に地権者の皆様にお集まりいた

だき、検討会を設立しました。検討会の中で再開発の仕組みについて熟度を深めていただき、令和5年5月に準備組

合が設立され、準備組合内で慎重に議論を重ね事業協力者が選定されており、いただいたご意見のように地主・町

役場・不動産会社が結託しているものではありません。また、市街地再開発事業は本組合の設立、権利変換計画の

認可等各手続きごとに地権者の同意を得て事業を進める制度です。個々の地権者への丁寧な説明と協議をした上

で、地権者皆様からの同意のもと各手続きを進めるよう準備組合、再開発組合に対し助言と技術的支援をしていき

ます。

空家を壊し、マンションにすれば固

定資産税や住民税の増収により財政

が潤うため町はマンション建設にこ

だわっていると考える。

また、不動産業者は営利が目的であ

り、合法であれば社会的な批判が

あっても事業を進める。町役場が不

動産会社に加担して規制緩和・補助

金投入を計画していると考える。

D

平成31年3月に策定した新松田駅周辺整備基本構想・基本計画において、まちなかの活力を創出する都市居住の場

としての「居住機能」の導入を目指すとされています。また松田町立地適正化計画においても、駅周辺区域を居住

誘導区域と設定しています。このような上位計画から駅前周辺地区での都市居住施設としてのマンションを計画し

ています。再開発でのマンションとともに、空家対策についても引き続き対応していきたいと思います。また、市

街地再開発事業は本組合の設立、権利変換計画の認可等各手続きごとに地権者の同意を得て事業を進める制度で

す。個々の地権者への丁寧な説明と協議をした上で、地権者皆様からの同意のもと各手続きを進めるよう準備組

合、再開発組合に対し助言と技術的支援をしていきます。

町の幹部は業者と癒着している。

町長は委託業者と宴会をしており、

地方公務員法違反であり、止めない

役場職員も問題である。

D 頂いた意見のような事実はありません。

事業説明会の内容が分かりづらいた

め、住民が理解しやすい説明をして

ほしい。説明資料のプレゼンテー

ション方法を改善してほしい。

D 頂いた意見について役場庁内に共有させていただきます。

事業説明会において質問と回答が一

致していない。

不動産会社は大規模マンションを作

らないと事業の採算性が取れないと

説明しているが、根拠が示されてい

ない。

D

建物の規模については現在検討中であり、都市計画決定後に行う基本設計の中で全体の事業性や収支バランス、意

見等を考慮し、階数や配置などの詳細を決めていくこととなります。また、現在の再開発ビルのイメージ図につい

ては、検討中で確定したものではなく、今後も検討を重ね変更が生じます。また、今後開催させていただく説明会

においても分かりやすい説明となるよう努めてまいります。

本事業の施行区域は国府津松田活断

層に隣接しており、また、軟弱地盤

であることから大規模な再開発は無

謀である。

活断層の存在を町民に知らせないま

ま事業を進めようとしている。

D

意見のような地盤の状況に加え、駅周辺の地域では老朽化し耐震性に懸念のある建物が多く存在するため、防災上

の課題を生じています。そのような状況から、耐震性・防火性に優れた再開発ビルを建築することで、地域の防災

性を高める必要があると考えています。

町の事業推進方法が犯罪的である。

町は事業説明会において転居したく

ないとする地権者に対して、「再開

発計画ができたらと土地・建物の強

制執行も可能である」旨のと発言し

たことや、地権者宅に複数回訪問し

たことついては、恫喝に当たると考

える。

D
再開発事業は段階毎に地権者の同意を得て事業を進めていきます。個々の地権者とよく協議をし進めるよう準備組

合、再開発組合に助言して参ります。

本事業における収支計画はすでに破

綻している内容である。人件費や資

材費の高騰により町の負担額が増が

することが予想される。

D
建物の規模については現在検討中であり、都市計画決定後に行う基本設計の中で全体の事業性や収支バランス、意

見等を考慮し、階数や配置などの詳細を決めていくこととなります。

そ

の

他
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本事業後、50年後には駅前に廃墟化

した高層マンションが残ることにな

るのではないか。再開発ビルの耐用

年数を経過した際の建替えや修繕費

のことも視野に入れ、地域の将来像

を考えるべきである。。

C

平成31年3月に策定した新松田駅周辺整備基本構想・基本計画において、まちなかの活力を創出する都市居住の場

としての「居住機能」の導入を目指すとされています。また松田町立地適正化計画においても、駅周辺区域を居住

誘導区域と設定しています。このような上位計画から駅前周辺地区での都市居住施設としてのマンションを計画し

ています。当町の現状では、新松田駅北口地区において歩行者と車の錯綜により円滑な走行や歩行者の安全面に問

題があるだけでなく、少子高齢化や若年層の流出による人口減少を食い止め、若者の定住・交流、人の流れを呼び

込む「魅力あるまちづくり」の必要があると考えており、駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは

実現できません。また、駅周辺の地域では老朽化し耐震性に懸念のある建物も多く存在するため、防災上の課題を

生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに定住の促進及び町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形

成を目指しています。

地域の住環境を破壊し、誇大広告で

購入者を騙す悪徳不動産業者を排除

するべきである。

D 頂いた意見を準備組合に伝えさせていただきます。

松田町はバリアフリー基本構想を策

定しているのか。国からの支援を受

けるため、至急策定してほしい。

B 現在、バリアフリー構想は策定しておりません。今後検討してまいります。

本事業の計画案自体が極めて不合理

であり、それに関連する都市計画案

については都市計画決定を行う段階

に至っていないと考える。

D

計画案は、まだ決定したものではなく、都市計画決定後、準備組合により基本設計等において詳細な検討を行うた

め変更が生じます。都市計画案は当該区域で将来的に再開発事業を進めていくことについて都市計画法に基づいて

決定するものです。

本事業に関して反対意見が多くある

中で施行を強行するのではなく、独

自の魅力を失わない再開発としてほ

しい

C

平成31年3月に策定した新松田駅周辺整備基本構想・基本計画において、まちなかの活力を創出する都市居住の場

としての「居住機能」の導入を目指すとされています。また松田町立地適正化計画においても、駅周辺区域を居住

誘導区域と設定しています。このような上位計画から駅前周辺地区での都市居住施設としてのマンションを計画し

ています。当町の現状では、新松田駅北口地区において歩行者と車の錯綜により円滑な走行や歩行者の安全面に問

題があるだけでなく、少子高齢化や若年層の流出による人口減少を食い止め、若者の定住・交流、人の流れを呼び

込む「魅力あるまちづくり」が必要であると考えており、駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは

実現できません。また、駅周辺の地域では老朽化し耐震性に懸念のある建物も多く存在するため、防災上の課題を

生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに定住の促進および町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の

形成を目指しています。

今後の長年の影響を考え、住民の理

解が得られないのであれば、何もし

ないというのも必要なスタンスだと

考える。

D

平成31年3月に策定した新松田駅周辺整備基本構想・基本計画に基づき市街地再開発事業による駅周辺整備につい

て都市計画決定の手続きを進めています。引き続き情報発信などを行い、より多くの町民の皆様のご理解が得られ

るよう努めます。

過去最大の税金を使うのであれば、

どんな駅前を望むのかといった町民

アンケートを各戸配布して町民の願

いを知ってほしい。

D
平成31年3月に策定した新松田駅周辺整備基本構想・基本計画策定時においてアンケートを実施し、結果を踏まえ

て駅前広場の整備方針等を定めており、現在の計画を作成しています。

本事業は町民、町、再開発組合、デ

ベロッパーの誰のためのものなの

か。

D 当該事業は松田町の将来のために実施する最重要施策であり、町全体のための事業と考えています。

資料において都市計画決定の手続き

を進めることについて「理解」を得

たとあるが「賛同」を得ていないの

か。

D
準備組合総会において、都市計画決定の手続きを進める件について町に要望する議案に対し、賛成多数で可決して

います。

国に対する補助金は毎年申請できる

と思うが、今年に都市計画決定して

事業を進めるメリットは何か。

D

国や県への補助申請時期が定められており、事業実施年に補助を受けるためには前年までに事業計画等を提出し、

予算措置を受ける必要があります。

本事業に係るスケジュール案を関係機関に提示しており、それに則って事務を進めているため、スケジュールが変

更されれば改めて交付申請等の協議を要することとなります。

再開発ビルに関して規模感がわかり

やすい完成予想図を写真にはめ込ん

だものが見たい。

D 完成予想図は施設計画が具体化された段階での公開となります。

建設費等の高騰に対して国からの補

助金も連動するのか。
D

補助申請後に建築費用が上昇したとしても連動して補助額が加算されることはないため、必要に応じて変更交付申

請を行うこととなります。

新松田駅前再開発は絶対必要だと思

うが、本計画ような規模のマンショ

ンが必要なのか。

D

駅前広場のみの整備では、人口減少の鈍化や人の流れは実現できません。また、駅周辺地域は老朽化し耐震性に懸

念のある建物が多く存在するため、防災上の課題も生じています。再開発事業により駅前広場の整備とともに定住

者の確保と町民や来訪者が楽しめる賑わいの核の形成を目指しており、マンションも必要なものと考えています。

そ

の

他

27 / 28 ページ



本計画において町、地権者、準備組

合の関係性や責任がどこにあるか

はっきりと示してほしい。

D

再開発事業の施行主体は地権者組織である準備組合、また基本設計や事業計画等を作成後に認可された再開発組合

（本組合）となります。組合において、公益施設である駅前広場やペデストリアンデッキの整備、道路の拡幅も一

体的に行いますが、整備費及び維持管理費は町の負担となります。また町は再開発ビルの整備費の一部を国、県と

ともに補助金として助成します。事業後の再開発ビルの維持管理は、その床（住宅、商業施設、公益施設）の所有

者と管理組合が行うものとなります。

準備組合で話された議事録を公開し

てほしい。
D

再開発準備組合は、地権者による任意団体であり、そこで話し合われた議事録については準備組合員以外の第三者

に公開する義務はありません。

本事業によるマンション建設は町が

施行するのではないとしても、税金

を投入する以上、準備組合の議事録

を公開してほしい。

D
再開発準備組合は、地権者による任意団体であり、そこで話し合われた議事録については準備組合員以外の第三者

に公開する義務はありません。

駅前にスーパーマーケットが誘致さ

れれば大変ありがたいが、駅前にこ

だわらずともスーパーマーケットを

誘致してほしい。

D

準備組合からは、テナントヒアリングを行っているスーパーマーケットの意見として、再開発により住宅施設や他

の商業施設、公益施設等が整備されることで集客が見込めるとして出店の可能性を検討していると伺っており、都

市計画決定後の基本設計により店舗の規模等も決まってきます。町民の要望に応えスーパーマーケットを確実に誘

致するよう、頂いた意見は、準備組合へ伝えさせていただきます。

そ

の

他

そ

の

他
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